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令和５年第１回嬉野市議会定例会議事日程 

令和５年３月15日（水）  

本会議第５日目   

午前９時30分 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 梶 原 睦 也 １．「支えあい助け合う地域社会」の構築について 

２ 芦 塚 典 子 １．文化財について 

２．年齢別将来推計人口と中期財政計画について 

３．治水対策について 

３ 川 内 聖 二 １．観光産業振興対策について 

２．災害復旧について 

４ 諸 上 栄 大 １．大学誘致について 

２．観光施策について 

３．SAGA2024国スポ・全障スポ全般について 

５ 山 口 虎太郎 １．農業について 

２．観光施策について 

３．まちづくりについて 

４．医療センター跡地活用について 

５．市道、農林道等維持管理について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（辻 浩一君） 

 皆さんおはようございます。本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、

直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１に入ります前に、執行部のほうから議案等の訂正の申入れがありますので、発言

を許可します。行政経営部長。 

○行政経営部長（永江松吾君） 

 皆さんおはようございます。冒頭ではございますが、私のほうから議案の訂正をお願いし

たいと思います。 

 今定例会初日に提案しておりました議案書のうち27ページ、議案第11号 嬉野市新庁舎建
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設基本計画の中で条例の引用条項を間違っておりましたので、お手元の配付のとおり訂正を

させていただきたいと思います。度々の訂正で御迷惑をおかけしまして申し訳ございません。 

○議長（辻 浩一君） 

 皆さんよろしいでしょうか。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許可いたします。 

 議席番号15番、梶原睦也議員の発言を許可します。梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 皆さんおはようございます。議席番号15番、公明党の梶原でございます。傍聴席の皆様に

おかれましては、早朝よりの傍聴、まことにありがとうございます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、通告書に従い質問をさせていただきます。 

 今回は、支え合い助け合う地域社会について質問をさせていただきます。 

 日本の高齢者人口は2025年、3,677万人に達し、その後も高齢者人口は増加傾向が続き、

2042年には3,935万人でピークを迎えます。本市においても高齢化率は35％を超え、約３人

に１人以上が65歳以上の高齢者となっております。 

 また、高齢者の独り世帯も約2,000世帯と伸びていく傾向にあると考えられます。社会は

高齢化と核家族化により、高齢者の独り暮らしや高齢者世帯、さらには独り親世帯が増加し、

様々な社会問題が提起されております。 

 そこで、今回は自立が難しい人々が支え合い助け合う地域社会の構築について取り上げさ

せていただきました。壇上からは、１点目の高齢者や中山間地域の買い物支援について質問

をいたします。 

 高齢者や中山間地域にお住まいの交通手段がない皆様は、日常の買い物にも困っていらっ

しゃいます。そこで、食料品などを自宅にお届けする宅配サービスや、地域を巡回する移動

販売カーの運用など、具体的な対策が必要と考えますが、市長の御見解をお伺いし、後の質

問は質問席より行います。 

○議長（辻 浩一君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（村上大祐君） 

 おはようございます。梶原睦也議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 高齢者や中山間地域の買い物支援についての具体的な取組ということでのお尋ねでござい

ます。嬉野市では、住み慣れた地域で安心して自分らしい人生を送ることができるように、

地域包括ケアシステムの構築に向けて、それぞれの地域特性に応じた支え合いの仕組みづく

りを行っておりまして、その取組を平成29年から生活支援体制整備事業として実施しており

ます。 
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 地域支え合いのサポート役として、生活支援コーディネーターが中心となって、これまで

高齢者の居場所づくりであったりとか、買い物支援や医療支援についても協議会委員と検討

を行い、市民のボランティアの協力によって実施できている事業も多数あろうかと思います。

塩田地区で行っています、百歳健康体操と組み合わせた買い物支援のごましお健康くらぶな

どはその一つではないかなというふうに思っております。そのため、住民支え合いの活動の

中で実施できる中山間地域での買い物や医療支援については、引き続き生活支援体制整備事

業の中で協議を行っていきまして、生活支援の選択肢を増やすことができるよう取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 以上、梶原睦也議員の質問に対するお答えとしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 今、市長のほうからありました分に関しては了解いたしました。 

 それで、大きくこの中山間地域の交通手段の確保、買い物支援等も含めまして、日常生活

における交通手段の確保というのはどのように捉えられているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 こうした交通の手段の確保につきましても、今、塩田地区で予約方式ということになりま

すけれども、そういったデマンドタクシー等も実施をしておりますし、また、こうした公共

交通の中で様々、乗り合いタクシー等々も各地区で実施をしております。吉田地区の福祉バ

ス、福祉の観点からもそうした「ヨッシー号」等の交通移動手段で、とにかくそういった皆

さんの生活に必要な交通手段の確保につきましては、十分とは言えないというふうには思い

ますけれども、不断の努力の中で、しっかりと確保してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 完璧とは言えないまでも、やっていくということでございますけど、まあ、それはそれと

して、今現状としてやっぱり私が聞くのも、高齢者に限らずでありますけれども、周辺地域

に住んでいる方の移動手段の確保を、今後はきちんと整備していかなければいけないという
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ふうに思っております。 

 しかし、今の状況の中でできることということで、今回、移動販売カーの業務、または宅

配サービスということで提案させていただいておりますけれども、若干そういうところも、

今現在考えられているようでありますけれども、この点について、まず移動販売カーの業務

についてどういうふうな取組をされて、どのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 移動販売につきましてはなかなか課題があって、具体的な取組が現在あるわけではありま

せんけれども、いろんな地元のスーパーさんとか、よその地域で移動販売等での買い物支援

策というものを社会貢献の一環として行われているところもありますので、引き続き、そう

いったところとも協議をしながら、必要性、ニーズというものを調査しながら、導入検討を

図っていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 移動販売カーについては、しっかり考えていくべきかなと思っておりまして、他自治体に

おいても補助金等を出して──移動販売カーをやっても収益が上がらない、また、赤字を出

してまでなかなかできないというのが現状だと思いますので、そういったところに関しては

補助金等を出してでも業務サービスをやっていくという体制で臨んでいっていただければと

思っております。 

 あと宅配に関しても、コンビニ等も宅配されていると思いますけれども、どの辺までされ

ているのか、私もちょっと確認していないので、何とも言えないんですけど、そういったと

ころも、なかなか行政で手の行き届かないところは民間と連携しながら、そこに先ほど言い

ましたようにそれなりの補助金等も提供して、住民サービスを徹底していくという意味では、

この移動販売カーとか、宅配業者とかというところに関しては、市もしっかり連携してやっ

ていただきたいと思います。 

 それで、あとこの移動販売カー等については、新たな仕事ができるというか、そういった

取組も、この業務をすることによって新たなビジネスチャンスという捉え方もできるような

体制をしていければなというふうに考えておりますけど、その２点について、お伺いしたい

と思います。 



- 285 - 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 やはり買物をするというときに、自分で自分の買いたい商品を選ぶ、例えば今夜何を食べ

ようかというところから逆算をして物を買っていくということに関して、非常に脳に刺激に

なって、自分で買い物をするということ自体が非常に高齢者にとって大事なことだというふ

うにも思っております。 

 そういった中で、移動販売も一つの選択肢だろうというふうに思っておりますので、これ

については私どもといたしましても、まずは地域ごとにニーズの把握、地域のコミュニ

ティーの中でもそういったことを検討されているところが実はございまして、どこというの

はちょっと申し上げられませんけれども、まだ検討段階でありますけれども、そういった地

域のニーズ、また地域コミュニティーとの連動、そういったところも含めて、導入に向けて

は前向きな姿勢を持っておりますので、あとは本当にニーズの問題だというふうに思ってお

ります。また、事業者側との協力が得られるかどうかというところが課題でありまして、決

して公費としての負担を渋っているわけではないということで御理解をいただきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 分かりました。先ほど、市長がおっしゃったように、そのコミュニティーの中で、そう

いった先進的な取組をまずつくっていくというのが大事かなと、全体的になかなかできない

部分に関しては、そういう先進的な取組をつくって、ほかのコミュニティーもそれに追随し

ていくみたいな、そういう取組をやっていただければと思っております。 

 あと、介護施設関係とか、商店との連携等もやっていただければと思っております。介護

関係の方でそういう情報があるわけですので、そういったところと販売業者との連携みたい

なところもしっかりつくっていただければなと、ここら辺は要望をしておきたいと思います。 

 あと、将来的なことを見据えていけば、コンパクトシティー構想というか、そういったこ

とになるんでしょうけれども、実際、中心街に皆さんが集まっていただけるというのが理想

ですけど、現実はその地域、地域に長年住まれているわけですから、そういう理想どおりに

はいかないと、いずれはそういった取組──今も進めているわけですけれども、いずれはそ

ういうことで集約されてくるんでしょうけど、今の段階では幅広い対応をしていかなければ

いけないということで、とにかくその周辺に住んでいる方一人も取り残さないという、市長
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のほうがいつもおっしゃっていますけれども、誰一人も取り残さないという姿勢で、この周

辺に住んでいる方への心遣いというか、そういうところにもしっかり行政として対応してい

ただきたいということを要望いたしまして、この１点目は終わらせていただきます。 

 続いて２点目の、オンライン診療ですね。この２点目についても、周辺、また高齢者の独

り暮らしの方とか、そういった方への配慮という意味で、先ほど壇上で述べましたように高

齢化率は上がっていくわけで、また独り世帯も増えていくと、これはもう間違いなく今後の

中で嬉野市においても起こっていくわけでありますけれども、そういう中で、嬉野はほかの地

域に比べると医療に関してはかなり充実しております。しかし、実際動けなくなった──施

設等に入る方は別にして、そのぎりぎりの線というか、周辺で頑張っていらっしゃる高齢者

の方で、医療になかなか足を運べないという方も現実にいらっしゃるわけであります。 

 そういった中で、今のところ対応できているのかどうか分かりませんけれども、今後そう

いった方へのオンライン診療、こういったことも考えていく必要が出てくるんじゃないかな

と思っております。市長はＤＸということでいつもおっしゃっていますけど、このオンライ

ン診療に関して、医師会との連携の中でこれも進めていくということは理解しておりますけ

れども、しっかり行政としてもそういった取組を今後考えていかなければいけないときに来

ているんじゃないかなと思っておりますけど、この点について市長にお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 本当に、実際に医療機関が混雑している状況というのは、例えば新型コロナウイルスのよ

うな感染症のときには患者さん自身も受診控えを起こすということでもありますし、実際そ

のような数字も新型コロナウイルスの真っ盛りの頃は出ておりました。非常にそれは慢性的

な疾患に対して憂慮すべき事態だというふうに思っておりますので、こうしたオンライン診

療というものを、積極的に旗振りをしていく必要があるかなというふうに思っております。 

 そういった中で、新型コロナウイルスの対策ということで、地方創生臨時交付金の中にも

医療機関へのワクチン接種の協力金に関して、そこに上乗せをするような形でオンライン診

療の導入につきましても補助させていただいて、幾分か、少し進んだ部分もあろうかという

ふうに思いますが、なかなか医療機関の考え方もあったりとか、そういった専門の人員を配

置することができないといった、そういった人手不足を背景とした事情もあって、一気呵成

には進まなかったということでもあります。 

 今後、新型コロナウイルスは落ち着くんですけれども、やはり新たな感染症の脅威という

ものはいつやってくるか分かりませんので、やはり国のデジタルに関する交付金等の情報も
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収集しながら、今後オンライン診療を進めていけるような方向で、私のほうとしては旗振り

をしていく必要があるというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 確かに、今後新型コロナウイルスは収束してもまた次の感染症が出てきて、一番心配なの

はＨ５Ｎ１型、これが本当に出てきたら最悪な状況になるわけですので、そういった意味で

今後感染症対策もしっかりと対策を練って進めていくべきだと思います。 

 このオンライン診療については、しっかり今後取り組んでいただきたいと要望いたします。 

 また、これも先進地においては、通院が困難な受診者等に対して、集会所とか公民館とか、

自宅付近に、オンライン診療のためのそういう機器と看護師さんを乗せて、ドクターまでは

乗らなくて、看護師さんが乗って、そしてドクターと移動式のオンライン診療所で対応する

と、そういった取組もされているところもありますので、そういったことも頭に入れて今後

進めていただければと思っております。 

 いずれにしても、先ほど言いましたように、嬉野の医療環境は整っているというのが頭に

ありますけど、そういったところに及ばない方もいらっしゃるということで、頭に入れてい

ただきたいと、そういうふうに思っております。 

 では、次に行きます。 

 次は認知症について質問をさせていただきます。毎回というか、何度もこれは取り上げて

おりますけれども、今日は深くは入れませんけど、認知症問題についてお伺いしたいと思い

ます。 

 この認知症の患者というのは、2025年には全国で約700万人になると予想されております。

本市でも当然増加することが予想されるわけでありますけれども、認知症の対策、また医

療・介護をはじめ、まちづくり、教育、生活支援、権利擁護など総合的な取組との中で必要

になってくるのではないかと思っております。当然ながら、認知症の人や家族の視点に立っ

た取組が今後求められるわけでありますけれども、本市におけるこの認知症対策、何遍も

やっていますけれども、改めてどのような形で取り組まれているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（山口貴行君） 

 お答えをいたします。 

 嬉野市の認知症の取組について御説明いたします。 
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 現在、市内３か所の地域包括支援センターに配置されている認知症地域支援推進員が中心

となり、それぞれの地区における認知症の総合相談の対応や、認知症本人や家族のよりどこ

ろとなる認知症カフェを開催するなどの活動を行うほか、認知症と診断された方への道しる

べとなる認知症ケアパスを今年度新たに作成し、医療機関や相談窓口等に配布をする予定と

しております。 

 また、認知症サポーター養成講座を随時開催し、市民への認知症の周知を図っております。

初期の認知症の方の支援として、認知症初期集中支援チームを嬉野温泉病院へ委託し、対応

が困難な初期の認知症患者へも、専門的な視点からきめ細やかな対応をしていただいており

ます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 様々な取組をされているわけでありますが、認知症というのは、遠くにあるんじゃなくて

近くにあると、どれくらいの人がなるかというと、2025年、３年後には高齢者、つまり65歳

以上の人の５人に１人が認知症になると言われております。今後とも、この人類にとっては

大きな課題である認知症でありますけれども、この認知症を知るということが必要になって

くると思っております。先ほどありましたように、こういったことをしていくために認知症

サポーター養成講座等がありますけれども、私はこれ、平成20年にこの認知症サポーターを

取り組むべきだということで提案させていただきました。その後、１年後、２年後かにすぐ

嬉野市では取り組んでいただきまして、その後ずっと認知症サポーター養成講座は進んでき

ているわけでございます。今現在、認知症サポーター養成講座はどのような取組をされてい

るのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（山口貴行君） 

 お答えをいたします。 

 毎年度、認知症講座の開催を行っております。例えば平成29年度でいいますと大野原地区

とかコミュニティー単位とか、また、平成30年度でいきますと嬉野高校生、その後も各年度

ごとに地域コミュニティーであったり、小学校、中学校、また、嬉野高校と、民生委員さん

につきましても改選等の時期に合わせて、その時期に１回は必ず実行できるようにいたして

おります。 

 ということで、毎年度３回から４回程度の開催をいたしております。 

 以上です。 
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○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 ずっと続けてされているということで、今どれくらいの方が受講されたかというのは分か

りますか。 

 あともう一つ、認知症サポーターをずっと続けてもらって、認知症のコーディネーターと

いうものの養成が必要になってくると思いますけど、そこらあたりの対応はどのようにされ

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（山口貴行君） 

 お答えをいたします。 

 平成21年度からサポーター養成講座を開催いたしておりまして、累計の人数といたしまし

て2,218名の合計の受講者数がございます。 

 それと、次の市町村コーディネーターの件ですけれども、この分につきましては、令和元

年に示されました認知症の施策推進大綱では令和７年度までに市町村がコーディネーターを

配置するということで、その地域における認知症の方を支援するボランティア等で形成され

るチームオレンジを立ち上げることとされております。これは、議案審議のときにもちょっ

とお答えをしたんですけれども、来年度、認知症地域推進員に嬉野市社協さんがもう一団体

追加というところで、その団体さんがチームオレンジの立ち上げに向けて、今後ボランティ

アの育成のために、今までの地域包括支援センターとは役割を区別して、施策展開の大きな

役割を担っていただくように考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 認知症はとにかく本人も大変ですけど、特に家族の方が大変ということで、しっかりサ

ポート体制をつくっていかなければいけない、今されていると思いますけれども、そういっ

た対策、また相談体制もしっかり構築していただきたいと思っております。 

 あと、先ほど認知症を知るということが必要ということで、学校現場において、子どもた

ちに対する認知症への教育みたいなこともやっておられるのかどうか、その点について教育

長にお伺いしたいと思います。誰でもいいです。分かる方でいいです。 

○議長（辻 浩一君） 

 学校教育課長。 
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○学校教育課長（中野宗利君） 

 お答えをいたします。 

 福祉のほうからも御紹介をいただいたように、認知症サポーターの学習に関しては、数校

ではありますけれども、すみません、数ははっきり今把握しておりませんが、その学習をし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 何でこういう質問をしたかというと、やっぱり子どもたちは自分のところのおじいちゃん、

おばあちゃんに限らず、そういった方と接するときに、そういう認知症というのを意識して

おけば、接し方もまた変わってくるんじゃないかというふうに思っておりますので、やっぱ

り小さいときから認知症に対する取組はやっていくべきだというふうに思っております。 

 先ほど、何校かとおっしゃいましたけれども、嬉野市の子どもたちが認知症に対する、そ

ういう意識を持てるような、そういった取組もしていただきたいと思いますけど、どうで

しょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（中野宗利君） 

 お答えをいたします。 

 今、様々な福祉関係に関する学習を子どもたちは行っておりまして、全てのことを取り入

れるというのはなかなか時間的に厳しいところがございますので、少しずつ広げていけるよ

うに努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 分かりました。確かに、次もまたそういった問題、今回はそれを取り上げているので、

様々なそういった問題がありますから、全てをというのはなかなか難しいのも理解できます

けれども、選択しながらやっていただければと思っております。認知症はもうこれで終わり

ます。 

 続いて、8050問題、これだけじゃないんですけれども、次の問題に関しては心のサポー

ター養成制度の充実ということで質問しております。この一例として、ここ数年、社会問題

として関心が高まっている8050問題、これは80歳の親が自宅に引き籠る50代の子どもの生活
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を経済的にも支えている、そういう部分でもう生活が行き詰まっているという問題です。相

当前から言われていますが、現在は9060問題というような、そういう状況までなっているん

じゃないかなと思っております。 

 この40代、50代の子どもへの支援ということで、それぞれ御相談に行くわけですよね、何

とかならないかということで。そして相談に行ったら、まずその就労を目的とした社会復帰

のプログラムをつなげていくということになると、とにかく働けと、まず働かんですかみた

いな話になるけれども、それができないから行き詰まっている。それで、単純にそういう状

況において働きなさいと言われたら、ますます追い詰められてしまうと、もうそれで対応で

きる方はいいんでしょうけど、ひきこもりになって、何とか頑張って働かんねといっても、

逆にそれがまた負担になって追い詰められていく。そういった状況の中で、自殺につながっ

ていくというところがあるということで、この精神的なメンタルヘルスケアといいますか、

その点について専門的に取り組んでいかないと厳しいんじゃないかなというのが、現状とし

て出てきているということでございます。 

 そういった中で、厚労省ではこのひきこもりや鬱病等、精神疾患に対する正しい知識と理

解をもって、こういった方に対してサポートしていくと、ここサポというらしいんですけど、

それを養成、講習、先ほどの認知症のサポーター養成講座じゃありませんけど、そういった

形で今後、2021年から2023年、今年度まで試験的に手を挙げた自治体をモデル地区に定めて、

そういった講習を行っていくということになっております。この点について、ここサポにつ

いては御存じでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員がおっしゃられたここサポとかですね、国のほうで行われている事業でございま

すけれども、嬉野市でも以前からゲートキーパー養成講座ということで、ゲートキーパーと

は命の門番ですけれども、こちらのほうの養成講座を開催しているところでございます。

ちょっと資料的に平成27年からしか残っておらないんですけれども、年に１回、各団体を対

象に行っております。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ

て見守るというようなことで、一般の方にこの受講をしていただきまして、周囲の人の変化

に気づいてもらうことを目的としております。最近ではコロナ禍で実施できておりませんけ

れども、先日、母子推進員さんを対象に講義を実施したところでございます。この活動は今

後も広めていく必要があるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 
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 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 私もそのゲートキーパーは以前取り上げたことがあるので、分かっております。このゲー

トキーパーという自殺防止ですね、こういったことと、このメンタルヘルスケアは同じあれ

とは思いますけれども、今回、厚労省がこれをゲートキーパーとはまた別で、ここサポとい

う形で2024年から本格的に実施するということになっております。この点については、先ほ

どの認知症サポーターも同様ですけれども、今後、どっちにしてもこの取組は国としても推

進してくるわけでありますので、私が言いたいのは、この2023年度まで、要するに今年度ま

で、このモデル事業みたいな形で、もしそういったことで手を挙げられるような状況である

のならば、嬉野市もこの取組に絡んでいただきたいということで今回取り上げさせていただ

きました。それが期日的に間に合うかどうか分かりませんけど、2024年度に本格導入されま

すので、その前段階で嬉野市が手を挙げて、これを取り組めるのであるならば取り組んでい

ただきたいということで、取り上げさせていただきましたけど、いかがでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えをいたします。 

 嬉野市といたしましても、ゲートキーパーの養成講座、こちらも続けてはまいりたいと

思っております。誰が受講したほうが一番効果的なのかとか、周りの方が気づいてあげられ

るような体制づくり、これも必要であると思いますので、こころのサポーター、厚労省が進

めておるところもしっかり情報収集、勉強してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 すみません。私もこの件については実際どういうふうに具体的に取り組んでいくのかとい

う、先のことはちょっとまだ分かりませんので、嬉野市にとっていいということであるなら

ば、取り組んでいただければと思っております。 

 じゃ、次に行きます。以前、同僚議員のほうからも質問があった分でありますけれども、

次の５番目の、ヤングケアラー、ダブルケアラーについて。 

 この社会の高齢化、また核家族化の進展に伴って、ヤングケアラーも増加しております。

このヤングケアラーというのは、小学生で今15人に１人、中学生で17人に１人、高校生で25

人に１人が存在すると言われておりますけれども、ここらあたりについて、本市での掌握は

できているのかどうか、お伺いしたいと思います。 



- 293 - 

○議長（辻 浩一君） 

 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（小池和彦君） 

 お答えをいたします。 

 最近は晩婚化とか、高齢出産が増えまして、40歳を過ぎて子どもを授かる人も以前ほど珍

しくないというふうなことになりました。そうしたこともあって、子育て中に親の介護を担

うことになるダブルケアラーの存在と、また、親や祖父母の介護を担っているヤングケア

ラーと呼ばれる子どもや若者の存在は、当事者にとってそのような状態が日常であるという

ふうなことから、自分がそうであるということを自覚していないというふうなケースが多く、

掌握が非常に難しい状態にあると思います。 

 また、それぞれの家庭により原因や必要とされる支援の内容が様々であって、相談窓口が

高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉等に分かれてしまうことに掌握の難しさがあるというふ

うに思っております。 

 そのような中、ヤングケアラー、ダブルケアラーに対する市の取組として、高齢者のいる

世帯では塩田、それから東部、西部の３か所の地域包括センターにおいて、自宅で介護され

ている方、また、これから介護をされる方の相談会を行っており、被介護者の状態に合った

介護保険サービスの申請や、紙おむつ、介護手当などの在宅介護サービスの支給申請につい

て説明を行い、介護に関するサービスを適切に受けていただくことで、身体的・精神的負担

の軽減につながるよう実施をしております。 

 また、在宅の要介護者を常時介護している家庭の交流を通じて、そのリフレッシュや介護

情報の交換などを行う家族介護交流事業を、社会福祉協議会に委託して実施しております。 

 女性・子ども・家庭支援センターでは、定期的に保育所、幼稚園、小学校、中学校へ訪問

し、いち早く情報入手し、これはヤングケアラーに限らずＤＶ等も含んでおりますけれども、

必要があれば子どもや保護者と面談を行っておりますし、要保護児童や母子、父子家庭につ

いての相談や支援を行っております。 

 様々な相談・支援事業等を行っておりますけれども、介護の問題だけでなく、経済的な面

など世帯によっていろいろな問題が絡み合う場合もあるため、福祉課、それから子育て未来

課、健康づくり課、税務課など関係部署で連携して対応できるような体制づくりを行って、

日頃から福祉の窓口である地域包括支援センターや社会福祉協議会、児童相談所、女性・子

ども・家庭支援センター、保育所、幼稚園、小・中学校、関係機関と緊密な連携を図り、い

ろいろな方面から情報を収集・共有をしまして、問題を抱える家庭を掌握し、必要な支援に

つなげるよう努めているというふうなところです。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 
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 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 様々に取り組んでおられるということでありましたけれども、今回私はこのヤングケア

ラーとダブルケアラーで質問させていただいておりますので、実際、そのヤングケアラーの

子どもたちというのはいるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 子育て未来課長。 

○子育て未来課長（牧瀬玲子君） 

 お答えいたします。 

 市で把握しているのは若干名いらっしゃいます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 個人的な部分でありますので、あまり深くは言えませんけれども、実際あるということで

すよね。一例あるということはほかにも何例あるかは分かりませんので、そういった子ども

たちが本当に苦しまなくていいように、今テレビでもやっていますけれども、本当にああい

う感じかなと思いながら見ていました。誰かがやっぱり支えてやらないとかわいそうで、そ

ういった子というのは周辺にサポートしてくれる人もいないわけでそういうふうになってい

るんでしょうから、そこについてはしっかり行政が目を注いでやる、そういった体制はしっ

かり取っていただきたいと要望しておきます。いろいろ中身については分かりませんけれど

も、専門的な知見を持ってそういった子どもたちが一人でも減っていくように、完全になく

すのはなかなか難しいことは理解できますので、しっかりサポート体制は取っていただけれ

ばと要望しておきます。 

 また、ダブルケアラーについては、今、晩婚化において非常にそういったことにもなるよ

うな状況です。今日新聞に載っておりました、自殺も増えておりますので、本当に命を大切

にしていただきたい、それができるのが行政であると思いますので、そういった方へのサ

ポートをしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 今回は本当に一部の支援事業等について質問させていただきましたけれども、まだまだ

様々な環境において、そういった支援が必要な方がいっぱいいらっしゃいます。いろいろな

角度で、そういった支援が必要な方がいらっしゃいますので、先ほど言いましたように、誰

一人も取り残さないと、この点については本当に強く要望していきたいと思います。 

 この嬉野市民の皆さんの生活と命を守っているのが市長でありますので、そういった意味

で最後に市長の思いをお聞かせいただいて、私の一般質問を終わらせていただきたいと思っ
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ております。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 この、今、社会が大きな変革期にある中で、誰かが一方的に誰かを支えるという社会はも

う成り立たないんだろうと思っています。そういった意味では、横のつながりの中で市民同

士が支え合う社会づくりというものが何より大事だというふうに思っておりまして、今日は

様々な項目で御提案いただいたこともありますので、そういった、人の命を守るということ

を、命を大切にするということを第一に、市政運営に当たってまいりたいというふうに思っ

ております。 

 そういう中で、本当に今の現代的な課題でヤングケアラーですね、前の議会にもいろいろ

と御質問いただきましたけれども、その問題の一番の難しさというものが、やはり自身が

ＳＯＳを出せないというか、自身がそういった境遇を普通だと思ってしまうと、なかなか

ＳＯＳを発しにくい環境にあるということが一番の問題だというふうに思っております。そ

ういった意味では、私どもがアンテナ高く、困っている人を見つけて、そこに適切な支援を

つなげていくと、そういった姿勢が何より重要ではないかというふうに思っておりますので、

今後とも、こういった地域のつながりであったりとか、学校であったり、民生委員・児童委

員の皆さんとの連携であったり、様々な方と情報共有を図っていくように心がけてまいりた

いというふうに思っています。 

 以上でございます。（「ありがとうございました。」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 これで梶原睦也議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで10時20分まで休憩いたします。 

午前10時12分 休憩 

午前10時20分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続きまして一般質問を続けます。 

 議席番号13番、芦塚典子議員の発言を許可します。芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 皆さんおはようございます。議席番号13番、芦塚典子です。議長の許可をいただきました

ので、ただいまより一般質問を通告順に従って行います。 

 まず、今回は３項目についてお伺いいたします。 
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 文化財の活用についてお伺いいたします。２番目として、年齢別将来推計人口と中期財政

計画についてお伺いいたします。３番目として、嬉野市の治水対策についてお伺いいたしま

す。 

 それでは、１番目の文化財についてお伺いいたします。 

 嬉野市は歴史が古く、８世紀に編さんされております肥前風土記にも塩田の由来やアユの

すむ東の口に温泉が湧き出ており、よく人を癒すという古文書があります。肥前国風土記に

記述があります。また、最近発掘されました千堂遺跡では、７世紀頃の塩田にあった塩田駅

という駅舎があり、発掘された墨書と土器が出土し、周りに倉庫群が建ち並び、嬉野市は

1000年を超える歴史と文化遺産が市内に点在いたしております。これらの文化財を先人たち

が私たちに伝え残してくれた大切な遺産として後世に保存、継承していく必要があります。

そのためには、市内の文化財の認識と本市ならではの文化資源を活用し、地域が一体となっ

た文化資源を活用した郷土学、あるいはふるさと学に取り組む必要があるのではないかと思

われます。 

 それでは、文化財についての１番目の質問をお伺いいたします。 

 嬉野市に登録されている文化財はどれくらいあるのでしょうか。 

 ２番目として、嬉野市歴史民俗資料館に保存している文化財を期間限定で展示公開できな

いか。 

 以上、２つの質問を壇上より行います。また、以下の質問並びに再質問は質問席にて行い

ます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 芦塚議員の文化財についての第１問目についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、

嬉野市の文化財はどれくらいあるのかということについてお答え申し上げます。 

 本市内の文化財は55か所ございます。国の文化財のものが９か所、県の文化財のものが４

か所、市指定で重要文化財のものが31か所、重要無形民俗文化財１か所、天然記念物が７か

所、史跡に関するものが３か所となっております。 

 ２点目の嬉野市歴史民俗資料館に保存している文化財を期限つきで公開してはどうかとい

うことでございますけれども、展示公開につきましては、現在、塩田町の常在寺で出ました

四国八十八尊展を多久市郷土資料館との共催により開催をしてございます。期日は５月14日

までとなっておりまして、塩田石工の残した石像物等を展示いたしております。 

 なお、令和５年度には塩田町の火の口交差点が埋蔵文化財の発掘調査で業務が終了いたし

ますので、指定文化財であります大黒町遺跡の発掘出土品あたりを展示し、併せて五町田地
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区に焦点を当てた発掘速報展示を開催する予定であります。 

 なお、これまでは、令和２年度には伝建地区塩田津をまち歩きしていただけるように、

シュガーロードの中で塩田津が果たした役割の展示を行ったりもしております。いろいろそ

のときの状況に応じて速やかに、迅速にといいましょうか、していっておりますので、今後

もそういう形で進めていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えにしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 詳細な説明ありがとうございます。先ほどの文化財なんですけど、教育長にもう一度お伺

いいたします。 

 トータルで何個あるのでしょうか。有形、無形、重要文化財、トータルで何個なのか。先

ほどいろいろ重要文化財、無形文化財とか説明していただきましたけど、それをちょっと、

トータルの数をお願いします。数えればいいんですけど、一応。 

○議長（辻 浩一君） 

 すみません、もう一回質問を言ってください。 

○13番（芦塚典子君）続 

 先ほど教育長が文化財の数55並びに重要文化財12とかおっしゃっていただきましたけど、

トータルで文化財は何個、歴民に登録してありますでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 市内の文化財は55か所ということで、トータルと思ってきております。実はこういう資料

があって、（資料を示す）ここに掲載をしておりますので、この中に挙げておる……（「内

訳だったんですね、重要文化財、無形文化財とか、重要文化財が幾ら、無形文化財が１つと

か、55の内訳だったんですか」と呼ぶ者あり） 

 ここの中に天然記念物であるとか、重要文化財とかいうような形で仕分けをしております

ので、その数がトータルとして55か所ということでございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 トータルで55ということで理解してよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）千堂

遺跡とか大黒遺跡とか、出土した墨書とか土器とかが多かったので、ちょっと一括してある

のかなと思ってですね。 
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 それで、次の質問なんですけど、この期間限定で展示をしていただけるというあれなんで

すけど、歴史民俗資料館が定期的に夏休みは何を展示する、冬休みは何を展示するとか、そ

ういう展示の仕方は別にあるのでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをしたいと思いますが、定期的にというよりも、出土したときの状況で早めに届け

る──をするというようなことでございまして、実際、常設展は常に１階にしておりますけ

れども、２階のほうが、今どちらかというと奥のほうの部屋に市史編纂室の作業場を取って

いる関係で、だから、準備する場所的に非常に今のところ狭い状態でございますので、手前

の展示場だけになります。したがって、市史編纂室との関係があって、できるだけ早くとい

うように考えてはいるんですけれども、そういった意味で、節目節目でそれぞれ行っていき

たいというふうには考えておりますけどですね。だから、展示場が本当に資料館巡りあたり

で先日出ておりましたけれども、そういう形できちっと計画的にできれば非常にやりやすい

部分もありますけれども、そういった場所等も関係しているような気がいたしております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 ただいま嬉野市史編さん中で、場所も職員の方も少なくて、ただいますぐに期間限定の展

示公開というのは難しいかも分かりませんが、なるべく期間限定でお願いしたいというのが

あります。 

 というのは、市内の小学校は７校ありますかね、どれくらいこの歴史民俗資料館を利用し

ているのでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 市内の学校がどれくらい活用しているかということでございますけれども、市内の小・中

学校で本年度活用している見学者を挙げてみますと、吉田小学校、大草野小学校、久間小学

校、特別支援学校、どちらかというと小学校が活用している状況ですね。それに、これまで

学芸員で勤めていらっしゃった槐原さんなんかに講義をしていただいて、学校に来ていただ

いてお話を聞くというふうな形で動いておりますので、そういった出前授業等の売り込みも

している状況ではございます。 

 以上です。 
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○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 ただいま市内の小学校が利用していますということだったんですけど、吉田小学校、大草

野小学校、久間小学校、支援学校ですね──は歴史民俗資料館に来ていただいてなのでしょ

うか、それとも出前講座なのでしょうか。 

 それともう一つ、轟小学校、嬉野小学校、塩田小学校、五町田小学校、この小学校は今年

度は利用していらっしゃらないのでしょうか、予定があるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 先ほど言いましたのは見学です。小学生のほうの見学ですね、吉田小学校、大草野小学校、

久間小学校は資料館に来て見学をしていただいているという状況でございますので。それか

ら、轟あたりも講師としてお呼びしてお話を伺っておりますので、両方の形で動いていると

いう状況でございます。 

 どうしてもこちらに嬉野のほうから来る際には、いわゆる移動手段の経費がかかりますの

で、やはり大がかりにやるということについては予算を組まなきゃいけない部分もちょっと

ございまして、どちらかというと規模が小さい地元の学校が多いようでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 これは焼津市の歴史民俗資料館の事例なんですけど、市内小学校、100％の小学校が利用

しています。バスの予算も計上してありますということなんですよ。焼津市ですね。この歴

史民俗資料館の事例で企画展「DISCOVER－焼津、発見－」、年２回、夏休みワークショップ、

冬休みワークショップ、自主運行バスに乗って地域再発見の旅、山城・家康ゆかりの史跡巡

り、文化センターとか文化会館とか、コラボで年37回のイベントを開催していますというこ

とです。 

 それで、もっと子どもたちに文化財の宝庫の歴史民俗資料館を活用してはどうでしょうか

ということなんですけど、歴史民俗資料館ですごく面白いところがあります。私もほかの県

なんですけど、年数回行くところがあるんです。だから、せっかく嬉野市に歴史民俗資料館

があるので、もっとそれを、本当に子どもたちがわくわくして、大人もいっぱい来ていると

ころなんです。せっかく嬉野市に歴史民俗資料館があるので、もっとですね、ただいま本当

に市史編さん中でちょっと部屋が狭いですけど、55の文化財といいますけど、千堂遺跡から
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出土した墨書とかは75ぐらいあって、佐賀県で一番なんですよね、出土した遺跡群がですね。

そういうのを見せていただいたことが数回あります。本当に1300年前の人たちのなりわいと

いうんですか、立派な仕事をしてあるんだなというのが分かりますので、子どもたちにもぜ

ひそういう歴史のわくわくを感じていただきたいと思うのですけど、小学校のアンケートが

ありますけど、嬉野市が文化の盛んなまちになるために特に大切に思うことはということで

小・中学校のアンケートを取っていただきます。それには、１番には、歴史のある古い建物

やまち並みを保存してきれいにすることという意見が最も多くなっています。それと２番目、

２番目は私感心したんですけど、市民が中心になって観光客や外国人と交流するイベントを

行うこと、これが２番目なんですよ。嬉野市の子どもたちは何かすごく先見性があるなとか、

おもてなしの心を持っているなと思いましたけど、子どもたちにこういう文化財のお勉強を

させていただいて、ふるさと教育学、あるいは郷土学というのを学校のプログラムとして作

成するという、そういうお考えは教育長どうでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 芦塚議員がおっしゃっている趣旨は非常に心に響くものがありまして、文化面の部分とい

うのは非常に大事だというふうに思っております。そういったことで、学校教育の中で見る

とふるさとを愛する心の部分につながっていくわけでございますので、いわゆる学校のスケ

ジュールの中に年間必ず行くようにという織り込みはしたいところでありますけれども、な

かなか見学場所等があまり広くなくて、コロナ禍でありますので、状況としては非常に密に

なる可能性もございまして、今年あたりはあまり実は振っていない、ＰＲはしていない状況

でございます。 

 私も教育長になってから塩田津での、伝建地区での様子とか、あるいは文化財の部分を見

ますと、本当に歴史があって、非常に豊かな地域だなということを思っているわけでござい

ますけれども、そういった意味で、どちらかというと文化面がやや遅れている部分はあるの

ではないかなという意識は持っておりますので、今後機会を見ながら、新型コロナウイルス

の収束等を見ながら、できるだけ地域に根差していけば、地域の学習を通して深めることに

活用できればというふうに思っております。 

 それと同時に、やはり庁舎の一体化ができたときにはもっと広がっていくのかなと。例え

ば、図書館と資料館が併設になっていますので、ある面はいいときもあるんですけれども、

スペースとしてはやはり狭いというところもございまして、だから、非常にそういったとこ

ろの苦慮する部分もないではないというふうに思っておりますので、実質的には講義式のも

ので、各学校が呼んでいただくのが一番いいのかなと思ったりもしているところでございま

す。 
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 以上、お答えしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 図書館と歴史民俗資料館が併設してありますので、なかなか子どもたちを招くということ

は、今の情勢ではちょっと難しいと思いますけど、今後の展開として考えていただきたいと

思います。 

 １つは、やっぱりこれを嬉野市民が共有できるように文化財保存活用地域計画というのを

立てていただければと思います。というのは、未指定文化財の、まだまだすごく資源が多く

あるんですけど、調査、それと報告書とか、できていないのが多くあるんです。それで、未

指定の文化財調査の実施、それができたら教育プログラムができると思うんです。それで、

まずそこの作成をしていただきたいと思うのですけど、おっしゃったように広さといえば、

多久で常在寺の石仏展が１月ぐらいからあっていましたので、それ以前に何回か多久にはお

世話になります。多久は多久市郷土資料館と多久市歴史民俗資料館、多久市先覚者資料館、

３つあって、どれもすごい展示がありますので、本当にいいなと思っております。そして、

孔子廟が近くにありますので、孔子の名言のかるたとか売ってありますので、本当に多久は

学問、文化財のまちだなと思います。参考にしていただければと思うんですけど、先ほど言

いましたように、未指定文化財の把握調査の実施ということがまず第一じゃないかと思いま

す。 

 それで、私の個人的意見なんですけど、塩田というのは、和銅６年の713年の肥前風土記

に塩田は潮高満川から今はなまって塩田と言うという記述があります。勢い甚だ強し、潮が

ですね、魚が上るときの勢い甚だ強し、潮高満川という、今はなまって塩田川と言うと。そ

の次に、上流のほうに深い縁があって、アユがたくさんいる。そこの脇に温泉があって、い

い温泉で人をよく癒すというのがあります。 

 嬉野という記述はないんですよ、塩田という記述はあって。それで、嬉野町のほうに行く

と、神功皇后が、温泉でシラサギが傷を癒したので、うれしいのうと言われたので嬉野とつ

けたというふうに嬉野の由来はなっているんですけど、神功皇后というのは169年に生まれ

て、269年に亡くなっておられますので、100歳でなんですけど、神功皇后が果たして、269

年ですので、713年からすると、４世紀と７世紀で３世紀ぐらい前の方で、全く史実として

の記述がないんですよね。嬉野に来られたか、そして、うれしいのうと言われたかという記

述もないし、嬉野の語源が神功皇后なのかという確率もないということで、まず、嬉野市な

ら嬉野市の語源を明確にするということが第一じゃないかと私は個人的に思って随分探した

んですけど、それは、嬉野市の起源は元寇のときですね、1274年と81年ですかね、元寇が唐

津に到来したときに白石六郎さんという記述があって、その白石氏が嬉野に土地をもらった
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ときに白石から嬉野になったという記述があります。そのときは４つ字、宇礼志野なんです

よね。宇礼志野と４つ字だったら、おまえ、もっと簡単にせんかと龍造寺隆信に言われたの

で、２つにしたということなんです。そこまでしか今のところ分かっていないので、その先

をですね、ちゃんとしっかりした嬉野の由来というのも調べていただきたいというのがあり

まして、そういう不確実な史実、あるいは未指定の文化財という、そういうのをもっともっ

と調べていただきたいというのがあります。それで、嬉野市の由来、それと石仏、それと売

茶翁の史跡が、下野辺田のところに高遊外売茶翁の史跡があるんですけど、これは北九州の

煎茶の方がきれいにしていただいて、売茶翁を祭ってあるんですけど、今、北九州の方が御

病気なのか来られないので、ちょっともう荒廃しております。 

 それと、吉田焼についても記述が、はっきりとしたことが、天草の上田陶石に行ったら、

上田陶石から初めてこの塩田に陶石を運んだのが、吉田の何がしに製陶業者ですね、製陶業

者に送ったのが1712年、初めて送ったのが吉田焼ということなんです。有田焼じゃないんで

すよ。だから、吉田焼の起源というのも調べていけたらと思ってですね。 

 そういうのを調べたら、やはり嬉野には石像物の歴史が1612年からありますし、大黒町遺

跡とか、千堂遺跡とか、発掘された墨書等がありますし、また、嬉野の不動山にはキリシタ

ンというのも、ちゃんとキリシタン資料も、これは観光にですね、子どもたちが言うように

観光に皆さん、ちゃんとした史実があれば観光に案内できるんですよね。そういうので、ま

ず調査をしていないものから調査していくという、そういう文化財の総合的な活用、第一歩

はそれだと思うんですけど、教育長、ちょっと一言答弁をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 いろいろ議論をしていただきましたけれども、私の生まれは嬉野ですけれども、先ほど言

われました神功皇后の話しか、ずっと小さいときから聞かされておりませんので、今お話を

聞く中でそうなのかなと思いながらですね。今後、いろいろな面でも塩田の語源であるとか、

吉田の語源であるとかありましょうし、また、吉田焼というのも一頃は波佐見焼ということ

で出ていたわけでございますので、そこら辺についてはいろんな文献をたどりながら、ある

いは事実を起こしながら把握をしていく必要もあるかなというような感じをしております。 

 ただ、時間が過ぎておりますので、どれが本当のものであるのかというのを判定するのは

非常に時間がかかっていくのではないかと思いますので、いろんな資料等をあさりながら判

定をしていければいいなと。ちょうど今、市史編さんをしているところでございますので、

そういう中の資料あたりに活用できるものがないかどうか、そういった観点も持ちながら、

市史編さんの資料にも目を通していきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えをしたいと思います。 
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○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 ありがとうございます。教育長がおっしゃるように、ただいま嬉野市の市史編さんの最中

ですので、かなり今まで伝説的なことが本当に語られておりましたけど、史実的なことを

ちゃんと明確に報告していただくと思っております。 

 ただ、これは本当に時間がかかりますので、地道にですね、まず未指定の史跡の発掘とい

うことから市史編さんの方にもすごく御苦労をお願いしております。 

 そういうことで、文化財の総合的な、それから活用と保存ですね、これを今度市史編さん

が終わって、データベース化をしていただくと、いろんなツーリズム、これが多分そこだっ

たと思いますけど、先ほど言った焼津市だったと思うんですけど、お宝掘り起こし住民ツー

リズムとか、地名を生かした事業の展開とか、土蔵をカフェにとか、懐石料理の開催とか、

参詣お寺のスタンプラリーとか、農泊への改修とか、お寺のコンサートか、これはちょっと

しているところもあるんですけど、こういう温泉街を巡るコースの造成とか、これは別府で

100コースあるんですよね。こういうのの開発、それから、まち並みを生かしたフェスティ

バル。子どもたちがちゃんと言う、本当に意見を持っているように、歴史ある建物を大切に

きれいにしていくということで、これを観光に、あるいは外国人に紹介したいという、こう

いう希望を持ってありますので、そういうお手伝いをしていただきたいと思います。 

 ちょっと長くなりましたので、あとは教育長、あるいは教育総務課のいろいろな御苦労に

お願いをしたいと思います。 

 次は、年齢別将来推計人口と中期財政計画についてお伺いいたします。 

 年齢別推計人口をお聞きしたいんですけど、2030年、2040年、2060年という推計人口が分

かりますでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 本市の将来の推計人口につきましては、国立社会保障・人口問題研究所の算出推計により

ますと、2040年には嬉野市の総人口が２万人を割るというような予測がされております。 

 年齢別ということではありますけれども、この推計人口に占める生産年齢人口、15歳から

64歳までということですけれども、これが総人口に占める割合として45.3％となる見込みで、

2021年比で5.5ポイントの減少というような見込みになります。 

 年少人口率では、零歳から14歳になりますけれども、これが2040年で10.6％、2021年比で

1.8％の減少ということになります。 
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 一方で、高齢者人口につきましては、これは65歳以上ですけれども、44.1％となる見込み

で、2021年比で7.6ポイントの増加というような形になります。 

 2035年、60年というような分も今御発言がありましたけれども、人口問題研究所の算出推

計人口は2045年まで出ております。2035年では約２万1,000人程度、それと2045年では１万

7,700人程度というような将来の推計人口ということで出ております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 ありがとうございます。2060年は分かりますか。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 国立社会保障・人口問題研究所の算出は2045年までということで、今年、次の新しい推計

人口が出る予定ではありますけれども、2060年の分は、ただいま最新の分は持ち合わせてい

ない状況です。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 2030年に２万人を切るだったですかね。2040年に２万人を切るだったですかね。私が持っ

ている国立社会保障・人口問題研究所、これがちょっとだけ数値が違っていたんですけど、

２万人を切るのは2040年ぐらいですね。2045年に１万9,252人で、このデータでは、国立社

会保障・人口問題研究所の推計なんですけど、2060年に１万4,955人、１万5,000人を割ると

いうデータがあります。これはずっと下降線をたどっておりますけど、2030年に２万人を切

るということだったけど、この数字は2040年に２万人を切って、2060年に１万4,955人とい

うことです。 

 あるデータでは、将来人口展望としては2060年の将来人口をおよそ２万人維持するという

これがあったんですけど、国立社人研推計では、2060年には１万4,955人、嬉野市の目指す

べき将来の方向案という提示をしてあるんですけど、2060年に２万人ということです。2045

年に２万人を切って、2060年に１万4,955人ということなんです。 

 生産年齢が現在は何％ぐらいですか。生産年齢人口、現在は。さっき何年ですかね、

45.3％とおっしゃったのは現在ですか。 

○議長（辻 浩一君） 
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 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 まず、この推計人口につきましては、私が先ほど申し上げました数字が令和２年度の国勢

調査に基づくものでございます。芦塚議員おっしゃっておられる分は、嬉野市で当初人口ビ

ジョンを掲げましたときに、まち・ひと・しごと創生総合戦略、この分のときに人口ビジョ

ンを掲げましたけれども、この時点が平成27年度の国勢調査に基づくもの、この数字を今、

芦塚議員はお持ちいただいて、お話しいただいているのかなと思います。 

 現在の生産年齢人口ということですけれども、総人口に占める生産年齢人口というのは約

51％というような現在の数字であると思います。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 現在は15歳から64歳までの生産年齢人口ですね、それと５％減の45.3％になるというのは

何年後ぐらいですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 2040年度に２万人を割ってくるというような予想の中で、生産年齢人口、そのときに

45.3％ですかね、5.5ポイントの減になるだろうという推計人口ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 それでは、続いて中期財政計画の今後の見通しについて、この将来推計人口を考えての中

期財政計画というのを、今後の見通しについてお伺いしたいと思いますけど。 

○議長（辻 浩一君） 

 財政課長。 

○財政課長（中村忠太郎君） 

 お答えをいたします。 

 本年度は令和９年度までの５か年間の計画を策定し、２月に公表いたしたところでござい

ます。 
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 本計画では、自主財源である市税はやや減少傾向で推移し、歳出では扶助費が増加傾向、

一部事務組合への負担金などの補助費が高い割合で推移する内容となっております。なお、

現状の行政サービスを維持することを前提としておりますので、財源不足は基金から補う計

画となっております。 

 また、人口減少を見込んでの市税の収入見込みでございますが、５年後の生産年齢人口は

減少すると推測されますので、地方税の見込みでは、令和３年度決算と比較しまして令和９

年度には約6,000万円程度の減収と試算し、財政計画を策定しております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 6,000万円の──ちょっとすみません、もう一回、6,000万円の何か、6,000万人ですかね、

円ですか。（「6,000万円減少しますと」と呼ぶ者あり）6,000万円ですか、円減少しますと

いうことで、地方税の令和３年度の決算額が25億9,800万円で、令和９年度が25億4,000万円

ですよね。6,000万円じゃなくて、5,800万円ですから大体6,000万円の減少ですね。 

 この地方税の横ばい、ずっと横ばいなんですけど、これが2040年とか2060年とかの推計は

できないんでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 財政課長。 

○財政課長（中村忠太郎君） 

 お答えをいたします。 

 昨年６月議会の答弁と同じ内容になってしまいますが、国においては、内閣府が中長期の

経済財政に関する試算を10年間の期間で作成されております。この試算では内閣府独自の成

長率、物価及び金利などが用いられており、注意書きのほうにも、試算の内容は不確実性を

伴うため、相当な幅をもって理解する必要があるとの記載がございます。長期の財政計画を

策定することは以上により非常に困難でございますので、当市では今後も５年間の中期財政

計画を作成することといたしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 嬉野市では令和９年度までの財政計画しか、確定ということで出せないということですね。

ほかの市では2040年と2060年まで財政計画を出しているところがあります。 

 一応、この後に想定なんですけど、2040年に２万人になったらということなんですけど、
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２万人で税収はどれくらいなのかというのはちょっともう答えられないということですかね、

財政課長。 

○議長（辻 浩一君） 

 暫時休憩します。 

午前11時３分 休憩 

午前11時３分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 行政経営部長。 

○行政経営部長（永江松吾君） 

 お答えいたします。 

 財政計画の長期的なものですけれども、確かに今後、20年、30年後となると経済状況がど

ういうものかも見通しがかなり難しいです。それから、税制におきましても、国の地方税、

税制等についても毎年変わってきて、それが20年後、30年後にどういうふうになっているか

というのも不確実なものがありますので、そういった点については、市として独自の計画は

出せないと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 私は３月議会でもこの質問をちょっとだけしたと思います。そのときも出せないというこ

とだったんですけど、なぜ2040年、2060年をお願いしているかといいますと、今度、大型事

業でその返済が15年から20年なんですよね、一般借入れは30年とかありますけど。それで、

基本計画を立てるときに、2040年までに返済計画を立てた市町もあります。それで、こうい

う令和９年までしか立てられないとずっとおっしゃっているんですけど、返済は20年、30年

まで返済がありますよね。そしたら、返済時にどれぐらいの財政が減少していくのか、それ

とも増加していくのかというのをちゃんと示した市町もあるんです。 

 それで、２万人を切るのが2030年やったですかね、そして、2060年には１万5,000人にな

るんですよね。そしたら、それぐらいの人数の財政は、嬉野市の財政はどれくらいなのかと

いうのも想定しなければならないと思うんです。 

 それで、これですね、平成17年のハンドブックがたまたま出てきたんですけど、平成16年

の嬉野町が１万8,698人です。約１万9,000人ですよね。平成16年ですから大体20年ぐらい前

ですよね。そのときの平成15年の決算が16億5,200万円です。16億円なんですよ。今の25億

円からすると10億円少ないわけです。これですぐ、それを想定するということじゃないんで
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すけど、一応２万人を切ったらどれくらいなのか、１万5,000人になったらどれくらいなの

か。１万9,000人で嬉野市の地方税が16億5,000万円、17億円ですよね、今からすると約10億

円少ないんですよ。そして、20年前だから全く減少しているかというと、合併した当時とほ

ぼ25億円、あまりこの地方税は増加していないです。ですので、今後人口が激減したら、や

はり地方税の減少というのを考えて財政計画を立てていかなければならないと思うんです。 

 それで、ちょっと塩田町のもあるんですけど、16億5,200万円ですね、平成16年の嬉野の

人口に対して地方税がですね。これで、おっしゃっているように令和９年度には基金は五十

何億円で、基金もかなり減少しております。そういうことで、地方債は11億円から89億円に

なるんですかね、すみません、ちょっと私が見つけられないんですけど。それと、やっぱり

不確実な４億円を５年間でためるという、そういう基本計画を出しておりますけど、今の25

億円から４億円をためて20億円になる可能性があるというのは、ちょっと唐突なあれですか

ね、税収──首をかしげていらっしゃいますけど、その４億円はどこから持ってくるのかな

んですけど、そういうのもやっぱり確実な、４億円ためて20億円になりますよという、そう

いうのでですね、そうじゃなくても地方債が20億円あるという、それに利率を計算したほう

がいいんじゃないかと思うんですけど、財政課長は今までのままで、そのほうが確実なので

しょうか、財政課長。 

○議長（辻 浩一君） 

 分からんところは聞いてから答弁したほうがよか。もう一回、その４億円はどこの。 

○13番（芦塚典子君）続 

 すみません、もう一回言い直しますね。分かりにくかったと思います。 

 令和９年までは財政がほぼ横並みなんですけど、地方債が、その20年後、借入金の返済、

15年、20年ですね、30年までありますけど、その返済に対する財政計画というのをしっかり

立てたほうがいいんじゃないかと思うんですけど、財政課長は立てられないとおっしゃるん

ですか、もう一回お聞きしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 財政課長。 

○財政課長（中村忠太郎君） 

 お答えをいたします。 

 20年後の借入金の返済でございますが、今後20年間においても借入れを行ったり、償還を

行いますので、現時点での20年後の返済見込みというのは出せないものと考えております。 

 また、今回の中期財政計画では、令和６年度及び令和７年度の庁舎建設などの事業費を計

上するため、予算規模もかなり大きくなるというふうには見込んでおります。ほかの事業と

の調整や基金からの繰入金などにより現在の行政サービスの水準を維持し、かつ庁舎建設な

どの大規模な財政需要に対応する内容となっております。 
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 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 これは中期財政計画もありますように、市税、あるいは地方交付税の増収も見込めない中、

少子化、高齢化対策や福祉対策、生活基盤などの経費は増加傾向にあります。今後も実施計

画に基づく歳出経費の削減、限られた財源を有効かつ適正に配分し、健全な財政運営と住民

福祉の維持、向上に努めますとあります。健全な財政運営と住民福祉、これは両方持ってい

かないといけないんですよね。子どもたちのこれからの少子化、あるいは高齢化、2025年で

すかね、高齢化対策、あるいは今からの生活基盤の整備など、これは多大なお金が要ると思

いますので、９年までじゃなくて、本当に大型プロジェクトをするなら、やっぱり2040年ま

ではつくらなければならないと思うんですけど、できないとおっしゃるなら、そこら辺をも

う少し考慮していただきたいと思います。 

 もう一つの方向からちょっとお願いするんですけど、嬉野市の公共施設等個別施設計画と

いうのが作成されているんですけど、これも以前質問したことがあるんですけど、今後40年

間で457.6億円必要になりますということで、40年間の更新費用総額が457.6億円ということ

で、１年当たり11.4億円が必要になるということです。それで、11.4億円、これをどのよう

にですね、25億円の中で──これは平準化した更新をするには、例えば、小学校、中学校、

道路、公園、コミュニティーセンターですね、７つあるんですね、老人施設、それから公園、

あるいは消防庫の更新、これが40年後には457.6億円になると、１年当たり11.4億円必要に

なるということなんです。こういうのはどこで、財政計画の中で立てられているのか、そう

いうことをちょっと財政課長にお聞きします。 

○議長（辻 浩一君） 

 財政課長。 

○財政課長（中村忠太郎君） 

 お答えをいたします。 

 平成28年度に策定しました総合管理計画では、今後40年間に現在保有する施設を全て更新

した場合にはその額の財源不足が生じる記載となっております。本計画におきましては、長

寿命化による更新計画の抑制、人口減少に合わせた更新施設の小規模化、施設の統合、廃止

によりその財源不足を補うことといたしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 
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 これは標準化した金額であるので、その都度補っていくということなんですけど、457億

6,000万円というのは、必ず更新しなければならない道路、橋梁、それから消防施設とか、

コミュニティーとか、そういう嬉野市民が一番これを削減してはならない金額だと思うんで

す。457億円の中でも削減できるとすれば、100億円か２億円ですよね。その分、道路が改良

できなかったり、橋梁が改良できなかったり、あるいは修理ができなかったりいたしますよ

ね。この金額はそれぞれのこの財政計画の中に入れていないということなんですか。それと

もどこに計上してあるんでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 財政課長。 

○財政課長（中村忠太郎君） 

 お答えをいたします。 

 道路、橋梁等社会インフラに対する経費にいたしましては、例年の予算を中期財政計画で

も盛り込んでおります。しかし、個々の公共施設につきましては、具体的な計画、例えば、

今回でいいますと新庁舎の建設計画等具体的な計画がございましたらもちろんそれを含んで

計上いたしますが、ほかに具体的な計画はございませんので、その分は見送りをしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 １年間に11.4億円が必要になるということなんですけど、平成22年度から26年度まで５年

間の平均は9.3億円となっており、更新費用が投資的経費を上回る試算計画となっておりま

すということなんです。この５年間だけじゃないと思うんですよ。やはり公共施設、道路、

橋梁等を含む公共施設等の個別計画というのは、457億円は常に頭の中に入れていなければ

ならない金額だと思います。 

 そういうことで、今後、社会保障費の増加、あるいは税収の減少、これをちゃんと財政計

画の中に盛り込んでいただかなければ、市民の方は令和９年までに25億円で税収がちゃんと

固定していくのかと捉えてしまいますので、2060年には１万5,000人を切って、その50％以

下、45.3％ですので、7,000人ぐらいが生産人口推計にはならないと思います。そしたら、

その金額が先ほど申しましたように、平成16年の嬉野町のように16億5,200万円、こういう

のが絶対ないということにはならないのですけど、そういう想定もしていかなければならな

いと思います。 

 それで、中期財政計画を何回も言いますけど、今後は長期財政計画を立てていただきたい

と思いますけど、財政課長、どうでしょうか。 
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○議長（辻 浩一君） 

 財政課長。 

○財政課長（中村忠太郎君） 

 お答えをいたします。 

 繰り返しになりますが、長期の財政計画を策定するのは非常に困難でございます。その計

画を策定し、その数字が独り歩きしますと非常に難しい場合も出てくるかと存じますので、

今後５年間、見込みの確率の高い、確実性のある中期財政計画の策定に努めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 ありがとうございます。これ以上はちょっと申しませんけど、中期財政計画を2040年まで

立てている市町もありますということを申し上げておきたいと思います。 

 それでは、次の治水計画に入ります。 

 水害対策事業ですね。一昨年に豪雨水害があって、震災水害からどのように塩田川の整備、

本流の、あるいは支流の整備について事業をどのように行われてこられたか、それをちょっ

とお伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 河川の対策ということでございますが、過去、昨年、一昨年から塩田川、また、塩田川流

域の入江川でありますとか八幡川、そういったところのしゅんせつ及び河道掘削等は計画的

に県のほうで行っているというふうな認識を持っております。 

 あと、市のほうでも災害対策ということで普通河川等の災害復旧等も行っておりまして、

今年度中にはある程度のめどが立ってくるというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 農林整備課長。 

○農林整備課長（馬場敏和君） 

 農林整備課の所管の水害対策事業としましては、馬場下排水機場のポンプ停止を防ぐため

の止水板設置等を行い、浸水対策を行っております。 

 以上です。 
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○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 河川のしゅんせつ、浦田川、それから入江川、八幡川のしゅんせつですかね、河道掘削も

入っているんですか、県の。ちょっとこれと、鍋野川、浦田川は入っているんですかね。

ちょっとすみません、もう一回お願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 入江川、八幡川につきましては、しゅんせつと、あと入江川のほうで河道掘削は行ってい

ただいております。あと塩田川の本流のほうが、嬉野町内のほうになりますが、そちらのほ

うで土砂のしゅんせつですね、そちらのほうを昨年度行っていただいているというような状

況です。 

 あと、先ほど鍋野川のほうのお話をいただきましたが、鍋野川につきましては、塩田川の

合流地点、合流付近ですね、そちらのほうの土砂のしゅんせつを来年度は予定しているとい

うことでお伺いはしております。浦田川については、今のところ事業等は行っていないとい

うような状況です。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 入江川、八幡川、塩田川ですかね、入江川は河道掘削もお願いしていると、鍋野川は合流

地点だけということなんですけど、あふれているのは上流のほうなんですよね、民家の下を

通っている。それで、上流のほうのしゅんせつというのも、県のほうで塩田川支流というこ

とでしていただくということでしたので、これはお願いしていただきたいと思います。 

 それで、総務省が2020年に創設しました緊急浚渫推進事業というのが令和２年から６年ま

での事業ですので、これに当てはまる形でしゅんせつをしていただいているんでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 県河川については県の所管でございますので、ちょっと詳しいところは分からないんです

が、お話を少し聞いたところでは、そういう起債事業ですね、そういうものも十分活用しな
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がら進めているということでお伺いはしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 しゅんせつはということなんですけど、どれくらいの堆積を、この前の、一昨年の水害か

らしゅんせつを、どこを何回ぐらいされたんでしょうか、この前の水害から。ちょっと県と

話し合ってということなんですけど、水害以降、しゅんせつをしているというところが

ちょっと私も把握できないんですけど。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 令和３年の災害以降ということになりますと、恐らく入江川では北目川ですね、入江川の

また支流になりますけど、北目川とか、そういった部分的なところのしゅんせつを行ってい

るということで聞いております。あと、先ほども申しました塩田川の嬉野町のほうですね、

そちらのほうのしゅんせつ等は昨年度行っていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 そしたら、一昨年の水害、浸水災害から大してしゅんせつできていないということでよろ

しいですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 今申し上げたほかはちょっと今行われていないということでよろしいかと思いますが、県

のほうも業者等に委託をして、そこの状況把握、点検、パトロール等は順次行っていただい

ておりますので、その報告を受けた上で、各年度で計画を立てて整備を進めていくというふ

うなことでやってこられましたし、これからもそういう形でやっていかれるというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 
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 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 県との話合いということで、ちょっと私も直接把握できないんですけど、この前の一昨年

の災害以来、鍋野川のしゅんせつ、それから、入江川のしゅんせつと河道掘削、八幡川の

しゅんせつ、それから、先ほどおっしゃったように馬場下排水機場の整備なんですけど、八

幡川のあれの増強と入江川の６基の排水ポンプですね、あれは１トンだったので、あの排水

機があまり稼働していないのかなというのがありまして、あれは県のでしたかね──でお願

いしたんですけど、そこら辺の進捗状況というのはどうなんでしょう。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 浦田川のポンプにつきましては、来年度に発電機エンジンですね、こちらのほうを交換予

定ということです。あと、入江川につきましても発電機エンジン、こちらは３基ございます

が、昨年度１基、既に交換をされて、来年度また１基の交換を予定されているということで

ございます。 

 ただ、交換ということで、排水能力を上げるというような事業ではありません。やっぱり

排水機の量を変えるということになれば、補助を受けるにしても10分の１確率、そういった

ところの根拠等の作成が必要になってくるかと思いますし、今、国のほうとしても10分の１

確率の改正等はあっていない状況でございますので、恐らく能力としては今の現状を維持す

るというような形になってくるかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 分かりました。ありがとうございます、報告をいただいて。ただ、一昨年の水害、二十数

件ですかね、浸水しましたけど、80ミリの雨が１日か２日降ったらまた浸水します可能性は

大ですよね──というのが現状報告ですね。 

 そしたら次に、治水計画をお伺いします。 

 どのように嬉野市の治水計画を立てていらっしゃるのか、どちらにお伺いしてよろしいで

しょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 総務・防災課長。 

○総務・防災課長（太田長寿君） 
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 お答えをいたします。 

 市のほうで行う治水対策と申しますか、これはソフト面ということになりますけれども、

総務・防災課の所管といたしましては、水防教育、それから、地域防災リーダーの育成、避

難訓練、防災訓練といった取組を支援することによりまして、地域の防災力によって、いざ

というときに対応できることを目指しまして、現在取組を継続しているところでございます。 

 また、ハード面におきましては、県との協議会、そういったものを通じて、県の流域治水

の協議会とか、そういったものを通じての治水対策というふうなことで、協力して進めてい

ただくというふうな形になろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 水防避難訓練、流域治水の対策をしていくということなんですけど、治水計画の実施をお

聞きしたかったんですけど、ちょっと市長にお伺いいたします。 

 一昨年の水害があったときに９月議会でお尋ねしたんですけど、国土交通省が派遣する専

門家、テックドクターですね、テックドクター制を利用して、今後の避難の判断、今後の抜

本的な工事についても相談をしてまいりますということだったんですけど、その後、どのよ

うな経緯になっているんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 私へのお尋ねということでお答えさせていただきますが、テックドクターに関しましては、

不動山地区であったりとか、また、大草野地区の大規模な地滑りの災害について申し上げた

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 地滑りもなんですけど、武雄市にはテックドクターが入っております。国交省とは水害対

策は、計画は、相談はされていないということですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 副市長。 

○副市長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 
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 治水の計画と申しましょうか、連携については、佐賀国道さんであったりとか、河川事務

所等々と常に連絡等も取り合いながら進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設部長。 

○建設部長（井上元昭君） 

 私のほうからもお答えしたいと思います。 

 治水計画については、新年度の予算のほうで計上させていただいている流域治水推進事業

ということで計上させていただいております。その事業の中で、今後、そういった雨が降っ

て浸水しているメカニズム等も今回解析をしまして、そして、被害の軽減対策に努めてまい

るということで計画をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 そのとき、井上部長にも答弁をいただきましたけど、どこかのポイントポイントの浸水で

はなくて流域全体の治水対策をするということだったので、その流域全体の治水対策、治水

計画というのをちょっと大まかにでもいいですけど、お伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設部長。 

○建設部長（井上元昭君） 

 お答えをいたします。 

 前回の豪雨の際に浸水が一番起きたのが、この庁舎周辺を含めたところだったと思います。

そこを考えますと、市全体という言い方もしましたけれども、塩田川流域をどうしていくの

かというのが一番重要かと思っておりますので、塩田川流域について、まずはそういった調

査等も含めて行っていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 塩田川流域をどのようにしていくというふうなことですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設部長。 

○建設部長（井上元昭君） 
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 お答えをいたします。 

 まずもって浸水するメカニズム、どこからどういうふうに雨が──雨が降る場所は分かり

ませんけれども、どういった流れで塩田川に流入しているのかというのをまず調査いたしま

す。その中で、あとその後、どういった対策をしていけば浸水が軽減されるのか、全体的に

防ぐというのはなかなか厳しい部分もあるかも分かりませんけれども、最小限に被害を抑え

るためにはどうすればいいのかというのを、次年度で計画を立てていきたいと思っていると

ころでございます。 

 以上になります。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 まず、嬉野市の治水計画というのは、浸水するメカニズム、流入する水量を検知すると。

そして、検知した結果によって対策をどのようにしていけば最小限の被害にすることができ

るかとおっしゃっていますけど、既に水害対策をお願いしますと言っているんですよ。馬場

下排水機場を増力してください、入江川ですね、それから八幡川、それから馬場下ですね。

それと、鍋野川をしゅんせつしてください。入江川をしゅんせつ、それと河道掘削をしてく

ださいと。八幡川を整備してくださいと。浦田川をポンプをと、ずっと細かいところは言っ

ているんですよ。これは最小限の被害にとどめる政策を提言しているんですよ。経験から提言

しているんですよ。それを今から浸水するメカニズムをと。それは、私たちはもう小さい頃か

らメカニズムは分かっているんですよ。それを今頃何ですか、ずっと提言していますよ。４年

間じゃないですよ。10年間も20年間も提言していますよ。それを今頃、治水計画──ちょっ

と声が出ません。（発言する者あり）大丈夫です、前も答弁いただきましたので。 

 それで、武雄がすごく浸水をしております、何百件とですね。シンポジウムを今年１月29

日と昨年５月15日にシンポジウムをしていただきました。その資料なんですけど、これには

どうどうしますというのが、もう既に報告書なんですよ。これはちょっとあれしますけど、

六角川の緊急河道掘削の効果というと、北方町ですね、これは令和３年８月洪水に対して河

道整備を実施することによって、花島橋付近の水位をＨＷＬ、ハイウオーターレベルを70セ

ンチ低下することでポンプの運転を調整できると。これは北方町の花島橋付近です。 

 それと、河道掘削が３つありました。六角川の朝日町ですね、あそこは何日でもつかるん

ですよ。令和３年８月の洪水に対して河道整備をすることにより、新橋付近での水位、普通

の平均水位から80センチ低下することで河道掘削によって効果がありますよということです。 

 もう一つありました。橘町ですね、あれも国道498号が通るところです。すぐ行けなくな

るんですけど、これの河道掘削の効果ということで、橘町ですね。東川合流点、東川は西山

から流れていますよね。それで、この計画にも東川だけは武雄の計画に載せていただくとい
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うことになっておりますけど、六角川の河道掘削の効果が、橘町では東川合流点での水位を

ハイウオーターレベルで約１メートル低下することができますと、この効果がありますとい

うことです。これが河道掘削ですね。 

 それと、高橋川の排水機場の増強というので、ポンプを増強します。そして、あとポンプ

増強が何個かありました。それで、農機具の避難所を堤防につくりますということです。そ

して、避難施設の充実ということで、地域避難所に備蓄品を配備しておるということです。

そして、田んぼダムですね、これはよく言われています田んぼダム。それと、県営ダムにお

ける洪水調節機能によって、29万トン洪水調節を確保いたしますと。それと、六角川の洪水

調整施設、これはいつも冬野のところのあそこの市有地も洪水調節施設にすればと思うんで

すけど、そういうのと、先ほど防災の面では救命ボートを追加配備いたします。土のうス

テーションを９か所つくります。車両避難箇所を1,600台から3,200台つくります。そして、

一番最初に浸水センサーを設置しますと。武雄市内36か所設置で調節するということで、報

告書をこれは昨年の22年５月ですね。今年１月19日には、御存じのように武雄市が特定都市

河川指定の検討に向けてしております。 

 市長にちょっとお伺いいたします。 

 これが22年。21年の水害があって、５月にこの報告書を出していただきました、冊子のも

ありますけど。そして、今年１月29日に特定都市河川の検討に向けてという、こういう早急

にですかね。それと、これをシンポジウムで市民の方に知らせてくれるんですよ。市長は嬉

野市の治水計画についてどのような対策を考えていらっしゃいますか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 先ほど武雄市の事例もずっと長くおっしゃっていただきましたけれども、よそのまちをよ

く調べていただいていると思いますけれども、私どもも同様に水位カメラ等の設置もやって

おりますし、先ほどありましたように馬場下排水機場が浸水の危険があったということで、

応急的なところで浸水をしないような対策等々もしております。 

 今後、こうした流域治水にも取り組んでいくというのは、これは局所的な対処だけではな

くて、抜本的な対策をしていくためにこれから調査をしていく、経験則も大事なんですけれ

ども、そういったメカニズムを専門家も交えて、また、国、県等様々な関係機関と協力体制

を構築するために今回の予算をお願いしておりますので、どうぞ目を見開いて私どもの対策

を見ていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 
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○13番（芦塚典子君） 

 ありがとうございます。先ほどの部長の答弁と一緒で、抜本的なというか、小さいことは

ちょっと後回しにするんですかね。 

 流域水害対策協議会というのを部長、立ち上げていらっしゃるということですかね、嬉野

市も。ちょっとイエスかノーか、お願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 もう一回質問してください。 

○13番（芦塚典子君）続 

 塩田川流域水害対策協議会というのをさっきちょっとおっしゃったんですけど。 

○議長（辻 浩一君） 

 総務・防災課長。 

○総務・防災課長（太田長寿君） 

 お答えをいたします。 

 流域治水協議会につきましては県のほうで設置をされている機関で、県内４つの県管理の

河川のエリアで流域治水協議会を設けられまして、その中に、嬉野市は杵藤の圏域の２級河

川の流域治水協議会に参加をしているという中で、その中で治水プロジェクトがあって、そ

の事業で様々実施をしていただいているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 杵藤地区ですね、ちょっとよくその活動が分からないんですけど、武雄ばかり言うという

わけじゃないんです。ここ塩田からいうと、武雄までも10キロ、嬉野までも10キロです。

どっちに行ってもいいんですよ。ただ、こういうのがありますので、参加させていただくん

です。資料を市民の方に提示していただくので、本当にシンポジウムでこれを発表していた

だくので、そして、市民の方もやっぱりどうなっとるやろうかと、雨が降ったらどうなっと

やろうかと。市が一番のあれは、先ほどの議員におっしゃったように、市民の生命と財産、

命、その福祉関係ですけど、これは本当にインフラ関係で、市民の生命と財産、これを市長

は一番最初に言われましたよ。市民の生命と財産を守るために、この庁舎関係でですね、一

番最初に言われました。今でもここに残っております。 

 それで、本当に市民の生命、財産を守るといったら、武雄がしよっけん武雄に行くなじゃ

ないです。武雄がしているから参考にして、それと、ここの市町に小城、多久、大町とか

入っているんですよ。嬉野市が入っていないんですよ。それは六角川水系じゃないからと言

われるかもしれませんけど、東川も持っているんです。だから、これに東川もあるので、そ
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れでこの流域対策ですね、それと治水政策、この中に入ってもいいと思うんですよ。得るこ

とがたくさんあると思います。 

 それで、最初おっしゃったように、ここで一番、このシンポジウムで感じたのは、小城、

多久、大町、それから農水省、国交省、環境省、それと県の、それから学識経験者ですね、

そういうのを交えてこういうまちづくりを考えてあるんです。そして、流域水害対策協議会

のイメージというのが、ここの中に一番大事なのは、おっしゃるのは民間事業者と住民の

リーダー、これと一緒に流域を考えていきましょうとおっしゃっているんです。ですので、

こういうシンポジウムをされると思います。 

 それで、なかなか治水が目に見えてこないんですけど、目に見える形で市民の方の生命と

財産を守る、そういう政策をしていただきたいと思いますけど、最後に市長の答弁をお願い

いたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 副市長。 

○副市長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど武雄市さん、六角川流域ということでお話をなさいましたけれども、先ほど総務・

防災課長が言いましたように、杵藤圏域の２級河川の治水プロジェクトというのも立ち上

がっております。先ほど建設部長が答弁をいたしましたけれども、新年度には予算をつけさ

せていただいて、そういった方々と一緒になって嬉野市の全体の流域、ここの杵藤区域の流

域の中には先ほど議員おっしゃった河川の河道掘削等の位置づけもなされております。そう

いった意味で、新年度、部長が言いましたけれども、こういった方々を一緒に協議会の中に

入っていただいて、そして、できるだけ早く計画をつくって、市民の皆様にお知らせができ

るように進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設部長。 

○建設部長（井上元昭君） 

 私のほうからも答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど武雄市さんとか大町さんとか、そういったところの中での協議会というふうな議員

の御発言でしたけれども、今後、先ほどの特定都市河川というのに塩田町の東川の一部が

入っておりますので、今後新たな協議会を設置される予定になっております。その協議会の

第１回が５月頃には開催されるということで、もちろん嬉野市もその協議会に参加するとい

うことで進めているところでございます。 

 以上になります。 
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○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 市長の答弁をよろしいでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 このように、先ほど副市長、課長からも答弁させていただきましたけれども、私どもとい

たしましても、治水対策というのは一昨年の災害を踏まえて最優先事項として取り組んでお

ります。ぜひとも、この水位のカメラの設置とか、そういった細かいところも始めながら、

その一方で抜本的な対策をする、大小２つの方向性の政策がありますので、そちらのほうを

詳細にまず調べていただいて、知っていただいて、その上で議論を深めてまいれればという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 答弁ありがとうございます。そういう方向で進めていただいて、それで早速、今年の長雨

には市民の方が安心して暮らせるよう、市民の生命と財産を守るためにぜひ市民の目に見え

る形でこれを報告していただきたいと思います。それでは、以上の質問をよろしくお願いい

たします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで芦塚典子議員の一般質問を終わります。 

 ここで13時まで休憩いたします。 

午前11時51分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 休憩前に続きまして一般質問を続けます。 

 議席番号10番、川内聖二議員の発言を許可します。川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 皆さんこんにちは。議席番号10番川内聖二です。傍聴席の皆様方におかれましては、早朝
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より足を運んでいただき誠にありがとうございます。どうぞ最後までよろしくお願いいたし

ます。 

 質問に入る前に、東日本大震災から今年で12年がたちました。震災により死者、行方不明

者合わせて約２万2,000人の方が帰らぬ人となりました。 

 また、世界でも先月、トルコ・シリア大地震により５万人以上のたくさんの方々が震災に

よりお亡くなりになられました。心より御冥福をお祈りいたします。 

 このような自然災害で貴い命を奪われ、悲しむ方々がたくさんいる中に、昨年２月にロシ

アがウクライナに不当な武力侵攻を行い１年がたち、いまだに終息が見えない戦争が行われ

ています。両軍合わせて14万人以上の兵士が亡くなられ、巻き込まれ亡くなった市民は8,000

人以上と報道で言われています。理不尽な戦争を始めた国に対し、やめさせることができな

い国際連合に強くいら立ちを感じます。 

 そして、隣国では北朝鮮が、昨日もでしたが、弾道ミサイルやロケット砲を日本に向けて

頻繁に発射し、ミサイル発射実験から発射訓練として堂々とミサイルを発射している状況で

す。 

 今後、日本としても常識では考えられない国々が近くに実在しますので、国は国民を守る

ために外交だけでなく、防衛に対する準備と考え方を国民に示していき、我々国民も他国の

ことと思わず、我が身に置いて考えなければならないと思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、通告書に従い、一般質問を行いたいと思い

ます。 

 今回の私の質問は、大きく分けて２項目について質問をいたします。 

 １つ目は、観光産業振興対策について、２つ目は、災害復旧についての質問をいたします。 

 壇上からは、１つ目の観光産業振興対策について行います。 

 昨年の９月23日に西九州新幹線が開通し、念願の嬉野温泉駅が開業しました。今後、新幹

線駅が新しい当市の玄関口となりますが、当市だけでなく、西九州地域全体の新しい玄関口

ともなり得ると考えています。 

 そこで、観光産業振興対策として、１点目に嬉野温泉駅からの二次交通として、シェア

カー、シェアサイクルの取組やレンタカーの誘致を展開されていますが、今後、ほかの二次

交通としてはどのような考えを持たれているかお聞きします。 

 壇上からは以上で、再質問及び２点目以降の質問に関しましては質問者席から質問を行い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（村上大祐君） 

 それでは、川内聖二議員の質問にお答えをしたいと思います。 
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 この観光振興対策の中での二次交通に関する考え方、とりわけ嬉野温泉駅からのアクセス

についてのお尋ねでございます。 

 嬉野温泉駅からの二次交通に関しましては、祐徳バス、ＪＲ九州バス、市内タクシー事業

者による運行が行われております。また、宿泊事業者、旅館等、ホテル等でございますけれ

ども、送迎のサービスも行っていただいているところでございます。また、さがＭａａＳ事

業の一環として、レンタカー及びカーシェア事業が新幹線開業に併せて展開をされておると

ころでございます。 

 シェアサイクルにつきましては、令和５年、今年に入って１月21日から実証実験を開始い

たしまして、10台の電動アシスト付自転車で実証実験を行っております。実証実験の効果、

検証を行った上で、ポート及び自転車の増設についても検討をしていきたいと考えていると

ころでございます。また、本年度予算にも次年度の予算にもお願いをいたしております未来

技術社会実装事業でありますけれども、こらのほうでもバス・タクシーの運転手不足などを

解消し、移動そのものが観光コンテンツとなり得るような自動運転車両の導入も進めてまい

ります。 

 今後は、インバウンドの需要の回復や国内旅行者の増加も見込まれることから、さらなる

二次交通の利便性向上へ努めていく必要があるというふうに考えております。 

 以上、川内聖二議員の質問に対するお答えとしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 今後の二次交通に関しての所見をお伺いいたしましたが、先日、同僚議員のほうからも質

問がございまして、現在、駅舎のほうに２社のバス会社が、両会社合わせて１時間に二、三

本運行しているということでした。 

 そのバスに関しては後でまた質問をいたしますけれども、まず、先ほど市長が申されまし

たシェアサイクル、これに関しましては以前、４年前に私が二次交通に関しての質問をした

ときに、当時はレンタサイクル構想ということで、レンタサイクル、何といいますか、マイ

カーを持たないで見えられた方々のためにレンタサイクルを運行して、開始して町まで、ど

う言いますか、宿泊先とか観光地のほうに来ていただくというふうなことを申されて、去年

の９月23日にレンタサイクルを同時に開業することはできませんでしたけど、１月よりシェ

アサイクルのほうを実証実験されているということで、今、所管のほうからは今のところ順

調に運行しているということでございました。 

 このシェアサイクルに関しましては、この前の議案質疑のときと重なりますけれども、来

年度から本格的な稼働をするために、今年の稼働率等の実施調査を行っての結果と伺いまし

たので、このシェアサイクルを来年度から確実に本格的に行ってもらうためにも、平日観光
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客の皆様が使用するのが少なくなると思うんです。その辺を市民の皆様方、学生さんとか、

また若い方々に自分のところの自転車みたいな感じで使用してもらうために利便性等を話し

ていただいて、そして、活用していただくような周知とかは今後考えられているのか、

ちょっとお伺いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 １月より実施しておりますシェアサイクルにつきましては、ほぼ毎日稼働しているような

状況です。先ほども確認しましたけれども、現在でも借りて使われているような状況でござ

います。実施している事業者との話の中でも、やはり観光客だけじゃなくて、市民の足とし

て日常使いで使っていただきたいということも言っていただいております。特に駅前に置い

ているところにつきましては、嬉野医療センターだとか企業誘致ビル等もございます。その

辺りにもお声かけをしながら利用促進には努めていきたいというふうに考えております。 

 また、町なかにおいても、市民の足として日常的に使っていただけるような努力をしてい

きたいというふうに思っております。具体的には、利用促進のためのパンフレット等を、ま

た観光客も使えるように観光マップと一体になったような利用促進のパンフレット等の作成

も現在進めているところでございますので、そういったものを使いながら、日常使いとして

多くの方に利用いただけるように努力してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 今現在も利用されているということでよかったです。主にやはり若い年齢層で活用される

と思うんです。今後はビジネス関係の方が駅舎から庁舎関係まで向かうために、このシェア

サイクルを活用される方もいるだろうということで、庁舎関係にもサイクルポートのほうを

増設したいような、そういうふうな構想もお伺いをしましたが、そのほかに、徐々に増やし

ていかなければならないとは思うんですけれども、その若い方々をメイン、また塩田の伝建

地区のほうもやはり嬉野の大きな観光地でございますので、その辺、この前、自転車が５台

今後追加、そして、サイクルポートは10台ほど置けるところをということでしたけど、その

10台ほどとおっしゃったんですけど、１か所ということですか、それとも２か所ほどという

ことですか、お伺いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 
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○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 今年度、実証実験として行っております。このシェアサイクル自体、ＧＰＳ機能でどこに

立ち寄ったとか、経路まで全て把握することができます。令和５年度では自転車の追加とし

て５台、サイクルポートとして10台分としておりますけれども、今現在、稼働している10台

と合わせて全体的な配置計画というのを実績からつくっていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、今行っているシェアサイクル事業につきましては、佐賀県内でも佐賀市や鹿島市、

太良町、白石町でも同じもので活用できるようにはなっております。ですので、嬉野から自

転車を借りて鹿島市で返すということも可能ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 実は、先月、敦賀市のほうに視察で伺ってまいりました。そこは、シェアサイクルの委託

先といいますか、その会社がＮＴＴのドコモでございました。そこで説明を伺ったときは、

そのドコモの──とは嬉野は違いますけれども、先ほど課長が申されましたように、全国的

に、ドコモもですけど、都市の会社のほうもされているということで、どこに自転車がどれ

くらいあるというのも全部分かるということで、ああ、うちのほうも先週１週間前に始めら

れましたということをちょっと聞いてまいりました。そしたらやはり、このスマホのほう

で──やはりスマホ機能も若い方々が使いこなすというふうな形ですので、その自転車と一

緒にそれをナビにして、皆さん市内を周遊されると考えております。 

 今後、そうやって鹿島市とか佐賀市のほう、ちょっと距離的には遠いかなと思うんですけ

れども、マイカーで行っても、また新幹線を活用してあちこち行っても、同じようなメー

カーがあればそのままで活用できるので便利かなと思っております。 

 それでは、今後もシェアサイクルに関しましては拡大を目指して頑張っていかれていただ

きたいと思います。 

 次に、先ほど市長が申されました自動運転に関しまして質問をいたします。 

 私も、この自動運転の車両に関しましては十分に興味があります。それこそ先月、視察に

も行ってまいりましたし、国交省のほうでもレクを受けてまいりましたけれども、現在、全

国で５か所ほどで実証実験を行われているということでした。これを事業化といいますか、

実証実験をするため、自治体に対しまして、国のほうとしては国より補助金を10分の10とい

うことをおっしゃっていらっしゃいました。最大で、上限で１億8,000万円でしたかね、そ

のようなことをおっしゃって、今、５自治体に関しどのくらいの補助をなされたかというこ
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とも質問をレクを受けたときにお伺いしたんですけど、平均１億3,000万円ほど補助を出し

て、そして実証実験を行われているということを伺ってまいりました。 

 それはそれで私としても、自動運転に関してはちょっと嬉野市のほうでも頑張っていただ

きたいとは思ってはいるんですけれども、今現在、昨日も説明がございましたように、市街

地のほうに向かうバス、今現在２社とお話をして、新幹線のダイヤに合わせて１時間に３本

ほど上下するような形をお願いしているということではございましたけれども、私としては、

今現在補助を行っている、当市のほうで利用しているバス会社のほうに市内周遊バスという

ふうな形で、自動運転は自動運転で別として、そちらのほうに市内周遊バスの運行はできな

いかなと考えておりましたけれども、まず一つ、もし国の選択を受けて自動運転を当市のほ

うで行うとしたら、どのくらいの日程がかかるのか、分かればお願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 本格導入までの期間ということでよろしいですかね。現在、未来技術社会実装事業につき

ましては、令和７年度までの実装というところを目指して進めております。令和５年度につ

きましては公道での実証実験ですね。それを一回やっただけではデータとしても不足すると

いうこともございますので、令和５年度、６年度、２か年かけてあらゆる形での実証実験、

公道での実験を行いたいと。それを基に、その後、本格導入に向けて進めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 ２か年かけて実証実験を行って本格運行ということですけど、実証実験２か年行って、そ

の翌年、８年度で完全な本格的な運行というのはできるんですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 自動運転車両のメーカー等々はお話をさせていただく中で、技術的には可能だというふう

にお答えをいただいております。 

 ただ、実際佐賀県内で初ということもございます。公安委員会等の許可、また法的な案件

のクリアという部分もございますので、その辺りでしっかりと協議を進めていって、実施に
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向けて進めたいというふうに思います。 

 ただ、今度はランニングコストの部分も当然関わってきますので、この２か年のうちに

しっかりとした事業スキームを立てて、本当にやれるものなのかというところもしっかりと

検証をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 そうですよね、今からですからね。令和７年度までに実証実験を行って、翌年度から本格

的に運行ができるかというのはまだ先のことで、はっきりは決められないと思いますけど、

いや、私としても昨日も質問がございましたけど、自動運転に関してはこのまま研究を進め

ていただいて、自動運転自体の車両というのはやはり全国の自治体で５つほど行っておられ

ますけれども、やはり実証実験の段階では今のところの技術では二、三キロが一生懸命とい

うことを国交省のほうからもお伺いをしました。 

 私としては、観光客だけの周遊バス、観光バスというふうな目的ではなくて、このように

自動運転を一生懸命研究されて、今後、いろいろ法律とか道路交通法あれこれいろんな課題

が出てくると思いますけれども、それを行いながら、今現在やはり当市のほうで協力をして

いただいている交通会社、バス会社等にちょっと協議ばしていただいて、委託とかじゃなく

てまず補助を、今のような形で補助をして、そして、まずエリアを駅から中心部、そして塩

田の中心部と、この２つの東と西のルートをつくっていただいて、そして、今現在執行部の

ほうでデマンドタクシー、今実証実験を塩田地区で行われていますけど、そのデマンドタク

シーはあくまでも中心部までしか利用ができないと思っているんです。それと連携して、周

遊バスとデマンドタクシー、お客様が観光の方だけじゃなくて、市民の高齢者の皆様の足と

して使えるような、２つを目的にしてできないかなと考えているんです。 

 これに関してよろしくお願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 この未来技術の社会実装の協議会の中でも、私もですね、今は観光客の皆さんの移動手段

として実証実験の導入を図るけれども、やはり将来的には地域課題の解決というものを大き

な目標としたときには、ふだんの日常生活の移動手段としての活用も、今後やはりそこを視

野に入れながら、今の事業を進めていくべきだろうという旨の発言は何度かさせていただい

ております。そういった中に協議会の中にも道路運送事業者さんも中に入っていただいてお
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りますので、そういったビジョンも共有できているのかなというふうに思っておりますし、

今後、実証実験のその先に、やはり観光客の、新幹線駅の利便性向上というのがある意味で

はひとつ国の事業として補助金申請も含めてやりやすい部分がありますけれども、やっぱり

そこの最終的な果実というものは市民全員で受け取るべきものだというふうな思いで政策展

開をしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 とにかく観光客の皆様が駅を活用されてきて、そして、市長がおっしゃったように、最終

的には市民の皆様方、皆さんが本当利便性のよい交通網をやはり行政のほうで火つけ役のよ

うな形をしていただき、そして、いろんな補助をいただいて民間のほうにしていただくよう

な形、いろんな方法があると思いますけれども、今後、検討をよろしくお願いいたします。

とにかく自動運転というものは確かに魅力がありますけど、今後、本格運行するまではやは

り二、三年かかると思います。その間、いろんなところでそれなりに今補助をやっている、

会社のほうでバスが動いてくださったり、タクシーのほうも動いてくださったりしておられ

ますので、とにかく次の固定したというか、嬉野市内を大きく周遊できるような移動手段と

いうものを今後一緒に検討をしていただきたいとお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に参ります。 

 次は、嬉野版ＤＭＯに関してお聞きいたします。 

 昨年の３月に国交省の官公庁から念願のＤＭＯを嬉野温泉観光組合さんのほうが認可を受

けられました。現在、官民連携で取り組まれていると思いますが、まずはＤＭＯの必要性と

現在取り組まれている事業の進捗状況等を、それとまた、今後どのような事業計画があるか

お願いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 嬉野版ＤＭＯである嬉野温泉観光協会は、議員もおっしゃられましたように令和４年３月

に正式な登録ＤＭＯとなられております。 

 嬉野温泉観光協会では、西九州新幹線の開業に併せて各種行事の実施に加えて、「うれし

の まるく」での観光案内業務に従事されております。 

 来年度は嬉野での滞在時間の拡大のために新たな旅行商品の開発、企画を行う計画となっ

ております。 
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 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 すみません、もう一つ、ＤＭＯの今事業展開というか、進捗のお話をお伺いしましたけど、

ＤＭＯというのをできればこう、テレビでも見ていらっしゃると思いますので、説明をして

いただいてよろしいでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答えいたします。 

 ＤＭＯは、全国で今数が増えているわけでございますけれども、地域の稼ぐ力を引き出す

ということで、地域の誇りと愛着、これを醸成する地域経営、この視点に立った観光地経営

のかじ取り役ということで、国のほうが指定をしているわけでございます。この精神に沿っ

て、嬉野温泉観光協会におきましても、来年度以降、先ほどの旅行商品の情勢を含めて、こ

の地域のかじ取りを担っていただくべく、市役所も支援をしてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 今、統括監のほうからＤＭＯの基本といいますか、我々がそのまま官公庁のほうから習っ

てきたようなお言葉をいただきましたけど、市長、このＤＭＯに対する市長の思いというも

のをお聞かせください。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 これは、ＤＭＯの定義は先ほど統括監が述べたとおりだと思いますけれども、その中にも

ありましたように、観光地経営のかじ取り役だということでもあります。 

 そういう意味では、リーダーシップを発揮して、地域の商店主の方であったりとか、また

地域の農業者の方であったりとか、様々な方を巻き込みながら、この地域、いわゆる従来型

の補助金運用を原資にいろんなイベントをしていくということではなくして、投資を呼び込

む、これだけおもしろいことをやるから民間企業の協力とか、地元の人たちの協力であると、

こういうものを呼び込んでくることがＤＭＯの求められる役割ではないかなというふうに
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思っています。例えば、スポーツ大会を自ら企画して、配宿の手配もして、そして、そこの

参加料も含めて、事業としても投資分を回収するぐらいの気概でやっていかなきゃいけない

性質のものだというふうに思っておりますし、この嬉野というのが地域資源がたくさんある

地域だと自負をしておりますので、そういった地域資源の磨き上げにも資するような、そう

いった取組を、話題発信を次から次へと季節を問わずやっていけるような組織体であってい

ただきたいというふうに思っておりますので、私どもといたしましても、このＤＭＯの正式

登録を受けたということは非常に重いことだというふうにも理解をしておりますので、責任

を持って支援をしていかなければならないのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 そうですね。市内の地域資源、いろんな面に関して、行政ではなくして地域が一体となっ

て稼ぐ力、そして、若い方、一生懸命住んでいらっしゃる方を支える力となるようなＤＭＯ

になっていただきたいと私は思っております。 

 中でも、今現在、要するに今から新しいものを開発していくのもいいんですけれども、私

としては今現在、個人さんで今季節的に、自分の山間とかなんとかに花を咲かせて、そこに

よそから、市外の方々がその花を見に来たりなんだり、この数年間なされている個人さんと

かいらっしゃいます。そういう方々も今後巻き込んで、そして、その方々もやっぱり思いが

あられると思うんです。やはりもっと拡大をしたいけど、いろいろ補助的なものがないかな

とか、そういうのも、このＤＭＯで、国のほうでメニューに上がったりしたようなもので拾

い上げれば、そういうふうな個人さんが来ていただいております。それがやはり市のほうに

も何らかのメリットをいただいておりますので、そういう方を巻き込まれて、そして、この

ＤＭＯといいますか、こういうふうな形で展開をしていくようなことはできないでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答えいたします。 

 現在の嬉野温泉観光協会、ＤＭＯにおいては、議員がお話しいただいたように、人材面で

ありますとか、それから、予算面でありますとか、まだまだ課題があると思っております。

そういう点では、市の施策、また外部の方の協力も得ながら支援してまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 
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○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 とにかく、これから始まったものですから、いろんな職種等、いろんなグループ、集まり、

団体さんたちがいろんなことを展開されていくと思いますけれども、今後、このような事業

を活用して、嬉野市の市民というか、団体活動をされる皆様たちの意欲がこれまで以上に出

るような活動の補助といいますか、それをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の３つ目の質問に移りたいと思います。 

 西九州圏内及び隣接自治体との広域での観光振興の取組についてお聞きしますが、提案理

由でも引き続ききめ細やかな情報発信に努め、広域連携による観光ルートの策定など、攻め

の観光戦略を推し進めていくと前向きな考えを今回お伺いいたしました。現在、進行状況や

お考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 広域での観光振興の取組につきましては、昨年９月の西九州新幹線の開業により、さらに

遠方からの多くの観光客を呼び込むことが可能となりました。西九州観光の拠点として、本

市の果たす役割は重要度が深くなったと考えております。 

 嬉野温泉を宿泊拠点として、西九州の自治体にも足を運んでいただけるように周辺自治体

と連携をした取組を現在進めているところであります。引き続き、この地域が選ばれる地域

としてなるよう連携を深めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 ４年前、市長のほうに質問を、この件に関しまして、広域観光について質問をしたときに、

やはり市長も広域観光の拠点を目指すまちづくりを進めていくというふうなお言葉をいただ

きました。現在、有田、武雄、嬉野のほうで地区連携協議会を設立されて、この新幹線開業

前から、３つの自治体で「ありったけのうれしいを！」をキャッチコピーに、ＰＲから誘客

活動を行われてきました。 

 今後、このような形で有明海の沿岸地区のほうとも連携を取られる形を取ったり、そして、

波佐見、有田、伊万里、唐津の陶磁器文化圏、そちらのほうとも今後連携をつくるような形

を、今度新しく出される観光戦略のほうにもたしか書いてあったと思いますので、今、その
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現状といいますか、どのような形になっているか、進捗率のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 それでは、今取り組んでおります現状を御説明させていただきます。 

 先ほど議員のほうからもございましたように、有田、武雄、嬉野、３市町の連携によりま

して、昨年は大阪駅とか福岡市というのを観光ＰＲも共同で実施しております。また、肥前

路南西部広域観光協議会（ＷＥＴ）ですね、鹿島市、太良町との連携によるイベント開催、

また、マップ等の開催もしております。 

 それと、先ほどもありましたように、環有明海観光連合につきましては、民間のほうで４

県をまたいで11の観光協会が加盟されており、嬉野温泉観光協会も加盟されて一緒にＰＲ活

動を実施されております。 

 また、シュガーロード連絡協議会がございますけれども、３県、長崎、佐賀、福岡の３県

と８市が共同で日本遺産でありますシュガーロードをテーマに観光ＰＲ、情報発信等を行い

ながら誘客に努めております。 

 それと、先ほどありましたように、肥前路窯業圏のＰＲにつきましても、佐賀、長崎の両

県と各市、また、民間でも加盟いただいておりまして、それにつきましては関連施設の割引

パスポートで誘客を図ったり、ミニチュアの焼物、ガチャガチャですね。そういうのをつ

くってＰＲ活動も行っております。 

 それとは別に、新幹線の沿線自治体の５市で観光ＰＲ等も実施しておりますし、ハウステ

ンボスとも連携を図っておりまして、誘客をしているところでございます。 

 状況としては以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 それから、観光戦略に関してでございますけれども、現在、パブリックコメントを実施さ

せていただいておりまして、来週取りまとめの委員会を行う予定でございますが、この議案

の中に新幹線を生かした周辺地域と連携した観光地域づくりというふうなことを基本施策の

一つに据えまして、市長も答弁申し上げましたように、地域との連携を深めて取り組んでま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 



- 333 - 

○10番（川内聖二君） 

 説明ありがとうございました。 

 観光戦略のほうは２月に委員会が行われて、そして、新しく協議されたことを発表され、

提言を上げられるということをお伺いしておりました。このようなことは今までいっぱい何

年もかけて繰り返してきていただいております。今回、新幹線も開業いたしました。そして、

実際今まで一生懸命練ってこられた施策を今回展開をされていかなければならないと思って

いるんですね。 

 今、課長からもお伺いしましたけれども、有明海のほうに関しましてもハウステンボス、

それまで全部書いてあります、そういうふうな観光戦略に関しましては。それを今後形とし

て実施、実行していただきたいと思っております。 

 ひとつ市長にお伺いしたいのは、昨日ですね、それこそ環有明海観光連合に去年の６月に

嬉野のほうも加盟されたということをお伺いしたんですけれども、４つの県と11の市町の観

光協会で設立をされているというふうにお伺いをしました。帰って調べてみましたら、福岡

県の大牟田市のほうの観光協会が発起人といいますか、立ち上げをされて、そして、熊本か

ら長崎まで、有明海の沿線の市町に声をかけられたということでしたけど、市長、今現在、

とにかく他県をまたがっての計画というのは、統括監が申されましたように、お話を伺いま

したけれども、今現在広域で、構成市町でいろんな、佐賀県西部広域環境組合、そして、鹿

島のほうの衛生組合、いろんな広域圏での事業を当市のほうは行われています。そういう、

もちろん武雄市、有田町も入ってはいるんですけれども、ほか入っていない構成市町の自治

体もございます。そういうところと市長、嬉野市のほうが事務局、大変な役割を持たなけれ

ばならないかと思いますけど、福岡の大牟田市のような形で、嬉野のほうで観光振興という

ふうな連携の組合を組織するようなことはできないのかお伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 この嬉野市が１つの核になって広域の観光連携ですね、緩やかにつながるのか、強固に観

光協会を統一するぐらいの強くつながるのかは、形態にいろいろあるとは思いますけれども、

そういった御提案ではないかというふうに思いますが、今、ＤＭＯの中にも瀬戸内ＤＭＯと

か、かなり県をまたいでの観光組織の連携というのは行われておりますが、なかなか広域に

なればなるほど一体的な組織の運用であったりとか、人をどういうふうにやり繰りしていく

のかというところで課題を抱えているというふうにもお伺いはしております。 

 そういった中で、実効性のある連携をということで、まずは近隣のところで鹿島、太良の

有明海沿岸地域、それから、武雄、有田のこういった連携というものを機軸にしながら、そ
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こはやはり私ども行政だけではなくて民間の交流とか、そういったところが活発になってい

く中で、そういった方向にシフトチェンジをしていくというのは可能性としてはあり得るの

ではないかというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 分かりました。 

 そしたら、まずは鹿島とか太良とか、そちらさんもはっきりいって嬉野から40分圏内、車

でですね。そこの最寄りの駅にも新幹線駅が嬉野市がなると思うんです。そういうふうな今

度は自治体をもっと一緒にするために、嬉野の駅周辺、要するに駅前広場とかを活用されて、

そちらのほうの物産展と申しますか、ＰＲイベント、そのようなのを一緒になって、嬉野だ

けのイベントじゃなくて、近隣の鹿島市とか太良町とか、元は一緒だったんですので、そう

いうところをまずは最初にイベント活動とかをするような考えはないかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 そういった連携はやはり実際にやっていくことが最終的な地域一体の観光地づくりにつな

がっていくものだろうと思います。その一つの大きな事例となるのが、今月末に久しぶりに

鹿島市、太良、嬉野の３市町で連携して開催をいたします酒蔵まつりもその一つだろうとい

うふうに思っておりますけれども、これは、新幹線開業後の初めての取組でありますけれど

も、まさに新幹線の効果というものを佐賀県民に広く実感をしていただく好機だというふう

に思っておりますので、駅前でもイベントを展開するなど気合を入れてやっておりますけれ

ども、まさにこうしたイベントを一つ一つ積み重ねていくのは、そのイベントで盛り上がっ

てよかったねで終わりではなくて、やっぱりそういった広域の連携して魅力を発信していく

というものの一つの場づくりだと思って、一回一回の機会を大事にしながらやっていくべき

ものだろうというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 そうですね。とにかく、そういうふうな自治体ではイベントだけじゃなくて、維持、継続
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していくためにも、今現在、駅前にある施設、まるくアイズ等に当市だけの案内じゃなくて、

お隣さんのブースを小さくてもよろしいですから、そこの案内の特産品、お酒、有明海の、

本物は置けなくても写真とかなんとかを置いて、そのような連携してＰＲをするようなブー

スをつくっていけば、もっと嬉野のほうに、お互い行き来できやすい形をつくっていただけ

れば、お互いをＰＲしていただくというふうな形で今後よくなっていくんじゃないかなと思

いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 次は最後の質問で、令和３年の８月豪雨により、大草野南下地区及び不動山大舟地区が大

規模な地滑りにより大きな被害を受けられました。現在、２地区に関しては復旧作業が行わ

れていますが、進捗状況及び工事完了までの工程、また作業計画等をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 こちらの大草野南下地区及び大舟地区について説明いたします。 

 この２地区については、議員も御存じのように、県が主体となって整備を今進めていただ

いております。 

 まず、南下地区でございますが、こちらにつきましては、抑制工と呼ばれます水抜きの対

策工事、こちらが今月の３月完了予定ということでございます。 

 それと、抑止工と呼ばれます交換ぐいを打ち込みます工事、こちらが令和５年、今年の12

月に完了予定だということでお伺いをいたしております。 

 また、大舟地区についてですが、こちらも抑制工、こちらの工事が今月末に完了予定とい

うことでお伺いをしております。 

 また、抑止工についてなんですが、こちらにつきましては、今回、抑制工を行った効果を

確認した上で、そのくいの是非、どういった形にするのか、設置をする必要があるのかとい

うことも含めて検証を、効果を確認していくというところでございまして、現段階では、こ

ちらのほうは最終的な完了時期というのは未定ということでお伺いをしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 南下地区と大舟地区のほうの今後の工程、ありがとうございました。南下地区に関しまし

ては、今年度抑止工まで設置完了ということで、早目の工事完了になるかなと思っているん
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ですけど、大舟のほうは抑制工の後にどのような状況か判断をしての形を取られるので、ま

だ未定ということですよね。 

 今回、また私がこのように質問をしたのは、やはり地域の方々にばらばらな情報が入って

いるような形で、そして、大舟地区のほうなんかは規模的にも大きくて、皆さんいろんな情

報がばらばらで、いろんな人から聞かれたものですから、一応ここでお話をしていただいて、

また今後、県の仕事でもございますので、市のほうから地元の皆様方に対して、いろんな心

配事は持たれております。はっきりいって、いつに終わるのかなと、話によればと言って、

山を止めてしまった後に、そして道路のほうをするとお聞きしていました。じゃ、何年と、

３年じゃ終わらず、あと５年、６年もかかっとですかというふうなお声も聞いたりしたりし

たものですから、やはりその辺は県のほうにお話をしていただいて、地元の方々に、できれ

ば説明会、もしくは簡単に分かるようなペーパーでお知らせをしていただくような形を取っ

ていただきたいなとお願いをしたいと思います。 

 それと、中には今現在、抑制工、水を抜くような作業を行われていますけれども、この地

域に後々家を新しく造っていいのかなとか、そういうふうなお言葉もお伺いをしました。や

はり被災して地滑りがあって、今から抑止工をされて、その段階で今答えられないと思いま

すけど、そういうこともお話を伺ったりしましたので、その辺もやはり、その方々の何とい

いますか、心配を払拭するためにも、やはり行政のほうで対応をしていただきたいなと思い

ますが、これに関して答弁をよろしくお願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 地元の方への説明ということですが、今回、抑制工を一旦完了して、その効果を検証して

いくというふうな中で、その結果が示されれば説明会はしたいということで、土木事務所の

ほうからはお伺いをしております。 

 また、道路についても、まずは抑制工でしっかりとした滑りが止まったという確信がなけ

れば、どうしてもまだ道路整備のほうには進めないかなというふうに感じておりますので、

そこはまた次の段階というところで、本当に住民の方は心配は尽きないかというふうなこと

は重々承知をしておりますが、やっぱりどうしても段階を踏んでいかなければならないとい

うことですので、もうしばらく時間をいただきたいということでございました。 

 建築のほうにつきましては、実は地滑りの危険区域の指定がなされております。南下地区

につきましては、令和４年11月２日付で指定、それと、大船地区につきましては、令和５年、

今年の２月３日に危険区域の指定がなされました。これに対して建築はどうするかというこ

とですが、これについては地滑り等防止法というものがかかってきます。この防止法という
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のは、結局、土地を例えば、条件の中にのり長３メートル以上ののり切りであったりとか、

盛土をしたりとか、そういった形状を大幅に変えるようなもの。あとは、地滑りはどうして

も地下水の上昇で動くということですので、その水を上にためたりとか、水路を新たにつ

くったりとか、そういった行為に対しては県の許可、都道府県知事の許可が必要になるとい

うふうになっております。 

 ただ、一般的にリフォームであったりとか、敷地を更地にしてまた新たに建てるというふ

うなところになれば、そこまでの厳しい制限というのはかかってこないかというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 今回の地滑りによって、地元の方々がかなりやはり自分が生まれ育ったところが大幅に被

災されて、いろんな方々も出ていった方も多く、大舟地区ではあられます。そこに残って家

をリフォーム──リフォームじゃなくて、まずは修理もしないといけない方々もいらっしゃ

るんですよね。今の現状でしてもいいのかというふうな声も現にありました。そして、家ば

建てらるっとかなというふうなお声もいただきました。 

 その辺、今の答弁していただいたようなことを私からも伝えはしますけれども、そのよう

な現状、とにかく国のほうで判断をしていただかない限りは、今後の工期に関してもはっき

りは皆様方に見えないというふうな、現状はまた言ってくだされば、皆様方もまた幾らか不

安が払拭されると思いますので、２地域の方々には今後もいろいろ不安でおられますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、今回、私の一般質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで川内聖二議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで14時５分まで休憩いたします。 

午後１時55分 休憩 

午後２時５分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 一般質問を続けます。議席番号６番、諸上栄大議員の発言を許可します。諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 皆様こんにちは。議席番号６番、諸上栄大でございます。傍聴席の皆様方におかれまして
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は、お忙しい中、足を運んでいただきましてありがとうございます。そして、テレビやイン

ターネット配信で御覧の皆様方におかれましても、どうか最後までよろしくお願いします。

ただいま議長より発言許可をいただきましたので、通告書に沿って一般質問を行わせていた

だきます。 

 今回私の一般質問では大きく３つの項目で質問をさせていただきます。１点目は大学誘致

について、２点目に観光施策について、そして、最後にSAGA2024国スポ・全障スポ全般につ

いてでございます。 

 まず、最初の質問の大学誘致についてでございますけれども、この質問に関しては昨日か

らの同僚議員からの質問もあり、重複しているところもございますけれども、まず、壇上か

らの質問として、佐賀県が発表された県立大学の設置に係る構想に関して誘致に向け各市町

が手を挙げられている状況ですが、嬉野市の考えについてお尋ねしたいと思います。 

 壇上からの質問は以上でございます。再質問、また、ほかの質問については質問席にて行

います。 

○議長（辻 浩一君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（村上大祐君） 

 それでは、諸上栄大議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 大学の特に県立大学についてのお尋ねでございますけれども、昨日も同僚議員の方からの

御質問がありましたとおりになりますけれども、改めてお答えさせていただきますと、県立

大学の設置に関する調査の費用を含みました予算案については先般の県議会のほうで可決を

されたということでありまして、今後、この大学のそもそもの必要性であったりとか、また、

実現可能性についても県議会の中で議論が深まっていくものだというふうに思っております

ので、今後ともそういった議論の動向を注視しながら情報収集に当たりたいというふうに

思っております。 

 以上、諸上栄大議員の質問のお答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 昨日からの同僚議員の質問でも、現状、県立大学構想に関しては県議会で今ずっと協議、

検討されている状況なので、それを注視していくというような状況で説明をいただいており

ました。 

 そういう中で、市として注視していくというわけですけれども、具体的に県立大学等々の

ことになれば、市のどこの担当課がされるのか、注視なので、これはどこでも情報収集はで

きるんですけれども、万が一、仮に県とのやり取りが必要になってきた場合に、そういった
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場合はどの課というのが具体的に業務を行われていく状況になるのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 仮にということになると、非常に難しい、その時々に応じて変わる部分もあるかと思いま

すけれども、小城市であったりとか、大学の誘致に動かれたところでは、武雄市もこの後質

問がありますけれども、準備室というものを設置していったりとか、それは実現性がどこま

で機が熟したタイミングということになるんだろうと思いますけれども、そういった形にな

るのではないかと思いますし、事前の情報収集に当たりましては企画部門で当たることのほ

うが多いように感じておりますが、必ずしも企画で行うということは、今後の設置する学科

がどういうものか全く見えていませんので、そういったところも含めて議論が必要になって

くるのではないかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そうですね。状況的に進みながらというような状況だとは思います。単純にこうなった場

合、どこが窓口になるのかなという思いがありまして質問させていただきました。 

 大学誘致に関して今回質問を上げさせていただいた背景は、２月３日付の佐賀新聞ですけ

れども、県立大学は誘致合戦の模様ということで記事が載っておりました。それを背景にし

まして各市町は、いろいろ要望とか、今後検討とか、未定とか、嬉野市に関しては未定とい

うことで記事が載っておりますけれども、具体的な構想が明らかでないというところで掲載

されておりました。 

 昨日からのこの答弁を聞いていく中で、確かに未定で具体的な構想がないから未定という

のは重々理解するんですけれども、ニュアンス的に、今は未定だけれども、今後検討の余地

はあるよということも踏まえた未定なのかどうかというところ、そこの考えは市長はどのよ

うにお考えなのか、そこをお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 県立大学に関しては県が設置者としてどこにやるのかというところの県の今後の戦略とい
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うものが大事だというふうに思いますので、県としての意向というものが何より優先される

ものだというふうに思っております。 

 そういった中で要請があれば、しっかりお応えしていくわけでありますので、可能性を最

後まで排除するべきじゃないというふうに思っております。私もかつて前職のときには国立

大学の改革や地方における私立大学の公立化であったりとか、そういったところも含めて

様々勉強させていただきましたので、そういった情報収集は欠かさないようにしたいと思い

ますし、あらゆる選択肢をテーブルの上に載せたままでいくというスタンスでまいりたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 県が主導的に決めるという状況ではあるんですけれども、昨日も同僚議員の中からあった

んですけれども、敷地的なもので昨日出たのは医療センターの跡地等の活用も視野に入れた

アピールが必要じゃないかみたいな御意見等もあったかと思うんです。私も、県立高校が今

市内には嬉野高校があります、塩田校舎、嬉野校舎というのがですね。そこをうまく再編し

ていただければ、１個校舎が空くわけであるので、そういう利便性も考えられなくはないの

かなというところもありまして、そういう嬉野の特異性、あと、新幹線もできたし、そうい

うふうないろんな利点もあるのかなと、そういったところをアピールしながら情報収集して

いきながら、もし機が熟せば、手を挙げられるのかなというような思いがあったもので、先

ほどの質問をさせていただいたわけなんです。そういうふうな状況でいろんな素材をテーブ

ルの上に置いておくというように先ほど市長もおっしゃったので、今後の状況を見ながらい

ろんな判断をされていかれるのかなとは思っておるところであります。 

 この件に関しては、一応構想としてはＩＴ経営をベースに学ぶ文理融合型の大学をつくり

たいというような構想があるみたいなので、ＩＴ経営云々に関しては嬉野においても企業誘

致においてＩＴ企業がたくさんあるという、そういったフィールドワークには適した地だと

思いますので、もうお考えにはあるかと思いますけれども、ぜひともそういうのもいろんな

戦略の素材に置かれた上で今後検討していく必要性があるのかなと思いました。そういうふ

うに私は思うんですけれども、市長、どう思いますでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今、新幹線駅の開業を機に、ＩＴ系の企業が十数社嬉野市に進出をしていただいていると
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いう状況でありまして、市の今後の100年構想の中にもクリエイティブな人材の集積を図っ

ていくということを明記しておりますので、そういった企業で働く人材の供給地として、そ

ういった県立大学に限らず、高等教育機関が近接地にできるということは歓迎をしたいとい

うふうに思っております。 

 そういったところも含めて、最終的にはやはり県がはっきりと方向性を示して、そして、

それに伴う財源の負担はどうなるのかとか、そういったところまで踏み込んで議論をしてい

かないことにはなかなかそこの実現に向けての道のりというものがいろいろとクリアすべき

課題があるというふうに思っておりますので、引き続き情報収集に当たりたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そういうふうな状況で、県立大学に関しては情報収集に努めていきたいというような状況

で注視をお願いしていきたい。我々もそれに関してはいろんな情報を仕入れていかなければ

ならないのかなと思うんですけれども。 

 そういう状況で県立大学構想が出た後ですかね、また、これもちょうど先月、２月15日、

武雄市に４年制大学というような大きい見出しでニュースが出ました。これに関して、先ほ

ど市長も答弁の中で近隣地域に高等教育機関が実際これはできるよというような状況で新聞

記事に載っていたんですけれども、グローバル系と教育系の２学部を想定して設置するとい

うような状況であります。そういうふうな武雄市の大学設置に関する発表があった。市長と

してこの所感を伺います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 武雄市のほうに４年制大学ができるということで、県西部地域におきましては今のところ

大学を含めた高等専門学校等含めてそういった高等教育機関がなかったわけでありますけれ

ども、これが令和７年の開学を目指すということで具体的なスケジュール、また、学科につ

いても具体的なメニューをずらっと並べて発表に至ったということで大変歓迎をするところ

でございます。特に私たちも期待をいたしますのは、いろんな若い人材がこの地で働くとい

うことまで視野に入れながら学んでいただける場として機能していくんだろうというふうに

思っておりますので、これは武雄市も会見の中で市長のほうから、有田、嬉野とも連携関係

があるので、こういった連携関係を生かしながら、学びの展開をしていきたいという旨の発
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言をいただいております。そういったことも視野に入れながら、今後、最大限協力をしてい

きながら、この地域全体に大学設置のインパクトをもたらせるように、私たちも協力してま

いりたいというふうに思っております。 

 そういう中で、３月の初旬に、早速、企画政策課長と総合戦略推進部長と、学長、そして

また、運営する理事長のほうにお話をして意見交換をさせていただきました。もともとこの

短大とは連携協定を結んで地域づくり等に取り組んできた経緯もございますので、変わらぬ

御厚情と、また、さらに御縁が深まるということに期待を寄せながら、両者、今後、具体的

な連携をどのように進めていくかということを探っていきたいというふうに思ったところで

ございます。 

 以上、お答えとしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そうですね。大学設置、これは旭学園なんですよね。佐賀女子短期大学をされていらっ

しゃる旭学園。先ほど市長答弁ありましたように、嬉野市と佐賀女子短期大学はかなり御縁

がありまして、ゆっつらくん体操の開発とか、お茶に関してのいろんな健康プログラムの取

組等もされていたんじゃないかなと私も思っているので、非常に御縁があるところが武雄市

に今度また４年制大学をつくられるんじゃないかなと思ったところであります。先ほど市長

答弁でもありましたように、旭学園さんが望んでいる嬉野市や有田など県内市町との連携も

市が仲介するというような記事も拝見したわけでございますので、早速スピード感を持って

動いていただいているという状況ですけれども、この大学に関してはグローバル系と教育系

の２学部で、定員が400人という状況で、各学年が100人ずつ定員で400人、教育系は教員の

人材不足に対応するため、発達障がいなど新しい時代の課題にチャレンジする人材の育成等

も考えていらっしゃるみたいなので、教育に関しては嬉野も力を入れて教育施策を展開して

いるところであります。市長の公約というかお考えの中にも、英語教育の充実とか、理科離

れ、これをどうやって防ぐのか、教育に関しても施策もありますので、ぜひともうまく武雄

市と連携を取り合いながら、嬉野市でフィールドワークができる、あるいはそういった活躍

の場ができる場をつくっていただけることを希望するところであります。 

 もちろんそういうことも踏まえてのスピード感を持った対応をしていただいたんじゃない

かなと思いますので、そこはお願いしていきたいと思います。 

 ３点目に移るんですけれども、先ほど市長の答弁の中で、私の話の中で、４年制大学がで

きた場合に、400人規模の大学ということで、やはり近隣市町にそういった高等教育機関が

できるに当たって若い人材がやってくるというようなところで、メインは武雄なんですけれ

ども、近隣市町、隣町として、そういう若い人材を呼び込むための今後の施策も必要じゃな
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いかなと思うんです。その中で、学生の居住を促進するような新しいお考え、そういったの

が必要になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、そこの考え方を市長に伺いたい

と思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 キャンパスにつきましては、今、白岩体育館の辺りを想定されているということでありま

すので、恐らく大半の方が武雄市内、近いところに居住をされるのではないかなというふう

に思っておりますけれども、こういったところで恐らく新幹線を活用して、実際、武雄－嬉

野間で新幹線を使われている方なんていないのかなというふうに思ったんですけれども、意

外と通学で使われている方がいらっしゃる。そういったことも考えると、ＪＲのほうが割引

率が高いとかというのもいろいろあったりとかするみたいですけれども、そういったことを

考えれば、可能性としては十分あるというふうに思っていますので、通勤・通学の補助制度

をどのように今後カスタマイズしていくのかとか、そういったことであらゆる選択肢という

のを排除せずに、大学設置までじっくりそういった戦略を練りたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 私も、武雄にできるに当たって、ない知恵を振り絞りながらいろんなことをイメージしな

がら考えたわけですけれども、嬉野は観光地として観光人材が不足しているというような状

況もありますので、そういうふうなアルバイトができる環境は十分にあると思います。もち

ろん武雄市も観光地でありますので、お互い似たようなところなので、そういう働く場とい

うのは十分にあると思いますし、飲食の店舗もかなり多いと思います。そういうふうな中で、

マンパワー不足を解消するような力にもなるんじゃないかなと私は思っております。 

 そういう中で、今後、居住を促進するような施策の中に、仮に市内の旅館でバイトしてい

ただければ、何らかの援助が受けられるとか、そういうふうな奇抜な発想も入れながら、今

後努めていっていただく必要性もあるのかなと思いますし、また、新幹線での通学、５分で

武雄まで行けます。武雄の住宅状況がどういうふうな状況か分かんないですけれども、一人

暮らしをされるんであれば、幾らかどっちか安いほうにもちろん流れてくると思いますので、

そういったところも今から研究しながら、次の一歩を進めるような施策展開が必要じゃない

かなと私も考えておりますので、ぜひともその辺、これは武雄が大学誘致をするから武雄の
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問題だけじゃなくて、嬉野市としても観光コンテンツとしても考えられるところもあると思

います。そういったところは各課連携等取りながらやっていく必要性があるのかなと思いま

す。 

 そういう思いがありますので、ぜひとも取り組んでいただきたい。市長の意気込みをお願

いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 大分県別府市にあります立命館アジア太平洋大学、くしくも佐賀女子短期大学の学長さん

を今していただいている方が仕掛け人となって設置された大学でありますけれども、別府市

も御承知のとおり、温泉観光地でございます。その大学が設置されたことによって、学生ア

ルバイトの方がいろんな大きなホテル等でも働いていただいていたり、その後の進路として

国際観光都市を目指す方向性に共感して就職をされるというようなことも少なくないという

ふうにお伺いをしております。 

 そういった意味では、そういった期待を抱くということは意味のあることだというふうに

思っておりますし、また、そちらに我々も何らか学生の方の夢をアシストする立場としてい

ろいろできないかということは今後しっかりと検討していきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 今回、大学誘致に向けて先ほど提案をさせてもらっている中で、話の中で上がっているの

は新しくできる大学構想だけのことに焦点が絞られますけれども、よくよく嬉野も考えてみ

たら、看護学校がありますし、看護学校の生徒も寮だけでなく、やはりアパート暮らしの看

護学生もいますし、彼らはずっと嬉野に必要によっては看護師として勤務して、彼らたちも

移住・定住につながっていく一番身近な人材でありますので、ぜひともそういう広い視野を

持って学生支援というのも必要になってくるんじゃないかなと思いますので、そこも踏まえ

てお願いしておきたいと思います。 

 それと最後に、先ほど学生の居住を促進するような施策をというようなお話をさせていた

だいていますけれども、市としては一時的な居住じゃなくて、その後の定住につなげていか

なければならない使命、これは本当にそういう目的がありますので、そこにつなげていただ

きたい、これは思うところでございます。 
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 そういう中において、一時的に住まいを補助なりなんなりしていく、そういうふうな手法

もあるんですけれども、定住につなげるためには卒業した学生たちが働ける場の提供という

のが一番重要になってくると思うんですよ。そうなった場合に、さらなる企業の誘致にブ

ラッシュアップをかけていって、近くに高等教育ができて、また、近くに住まいを持ってそ

こで生活していけるというシステムを構築していくことも重要だとは思います。 

 そういった中で、本当に働ける場の確保、企業誘致の重要性というのは十分再認識をする

必要があるんじゃないかなと私は思います。 

 そういう中で、市長、企業誘致のさらなるブラッシュアップが必要になると思いますけれ

ども、考えを教えていただけたらと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 やはり人材を幾らこの地域内で育成をしたとしても、働く場所がなければ、結果として域

外に人材として流出してしまうということが現実だろうというふうに思っております。 

 そういった意味では、４年間かけて自分の人生を育む場としてこの西九州エリアを思い定

めて来ていただく学生のためにも、私たち嬉野市も魅力的な地域のコンテンツを発信しなが

ら、そして、仕事として嬉野市でキャリアアップしていくイメージができるような企業誘致

であったりとか、また、若い人にも刺さるような魅力発信にも努めてまいりたいというふう

に思っております。 

 そういった中で、一番肝心なのは、どこで何を働いて、どんな夢を実現できるのかという

具体的なイメージだというふうに思っておりますので、それについては企業誘致も、こう

いった高等教育機関がこの地域にやってくるということを全面に押し出しながら、今後も積

極的に誘致活動を展開してまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 確かにそうですね。企業誘致にブラッシュアップをかける、こっちはこっちで新しい大学、

地域に高等教育機関ができる、これを両輪で考えて幅広い視野を持って嬉野市の今後の戦略

を立てていくという視点は大事だと思いますので、ぜひともそれは進めていっていただきた

いと思います。 

 では、次の質問に移りたいと思います。次の項目です。観光施策についてお尋ねしていき

ます。 
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 まず、通告書に、観光施策の一環として取り組まれているうれしの未来づくり塾に関して

お尋ねをします。 

 うれしの未来づくり塾に関しては新年度予算にも計上されていますけれども、商工振興費

として地域資源活用対策事業として今回300万円計上されているところであります。この件

に関して、令和３年度からうれしの未来づくり塾に取り組まれてきておりますけれども、そ

の内容を再度確認させていただけたらと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 うれしの未来づくり塾に関しての御質問でございます。 

 このうれしの未来づくり塾ですけれども、嬉野にある地域資源を生かした観光商品づくり

とかマーケティングに関する講座、こういったものを通じて嬉野の中核的な観光人材育成を

図りまして、ひいては嬉野市全体の活性化につなげていくという取組でございます。 

 この講座につきましては、嬉野温泉観光協会、また、嬉野市商工会、こういった市の施策

や経済活動を推進する方々に加えて、九州運輸局でありますとか、佐賀県庁、それから、佐

賀県観光連盟、そういった嬉野市に関わりのある方々も聴講されていまして、そういう点で

は講座の実施にとどまらない連携というのを図らせていただいております。 

 また、現在、御案内のとおり、宿泊施設の改修が市内でいろいろ行われていますけれども、

これは高付加価値化事業なんですが、この講座で学んだことが生かされる形で取組がなされ

ております。そういう点でもこのうれしの未来づくり塾というのは、定時的ではありますけ

れども、効果があるのかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ありがとうございます。 

 先ほど統括監の答弁の中で、この講座を活用して生かした取組がされているというような

ところがありましたけれども、具体的に教えていただけますでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 旅館の改修に当たって宿泊施設を２部屋から１部屋に拡張する形で改修をしているんです
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が、その部屋の造りをされる中で、部屋の中に肥前吉田焼の材料をちりばめたり、また、う

れしの茶を生かしたりというような部屋の造りだったり、もてなしだったりというような取

組を、旅館の方がこの未来づくり塾の地域のよさを生かすんだというような話を踏まえて、

そういう改修をするんだということで取り組まれている例がございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 このうれしの未来づくり塾は令和３年度から取り組まれておりまして、実際、令和３年度

におかれましては第１回から第６回まで開催された状況であります。先ほど統括監の答弁の

中でお話があったかと思いますけれども、実際何人ぐらいの方が参加されたのかなというと

ころで資料を頂きました。参加人数が登録者が令和３年度で25名、第１回から第６回まで、

第５回が新型コロナウイルスでオンラインになったということも記載していただいています

けれども、例えば、第１回、内訳として、一般で36名、関係機関等で15名、報道機関に関し

てはイメージつきますけれども、この一般と関係機関等の違いというのはどういうふうに区

別されたのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 一般というのが参加者として事前に登録をいただきました25名の方々、それから、登録は

していないんだけれども、今回聴かせてほしいということで申出があった、いわゆる市内市

民の方が一般でございまして、関係機関等は、先ほどちょっと触れましたが、九州運輸局で

ありますとか、佐賀県庁でありますとか、時には市外だったり、観光を推進する関係団体の

方ということで関係機関というふうにさせていただいた、報道機関は御案内のとおりメディ

アの方々でございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 一般というのは登録者をベースに、その回数、その回数で希望があった方を取り入れてカ

ウントしたよと。関係機関のほうは、いわゆる県内であって市外の行政機関とか観光関係の

方々を組み込んでいるよというような状況で理解しました。 

 そういうふうな状況でずっと人数的なものはだんだんと、最初は多くて、若干第６回目は
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合計で28名。最初はどうしても多くて58名というような状況であって、第１回目の未来づく

り塾の開催としてはいい内容じゃなかったのかなと私は個人的には思うところでありますけ

れども、令和４年度においても第２回うれしの未来づくり塾ということで開催されましたよ

ね。令和３年度において６回されたのが、今回は基礎講座、基礎演習ということで２回に凝

縮されて行われましたけれども、これは何か理由はあったんですかね。お尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 今年度につきましては、昨年度が初めての開催でございましたので、それを踏まえた講座

というふうな形で、今年度については１回のカリキュラムを大幅に増やしまして２日がかり

で実施をするということで、一通り観光の基礎を学んでいただきたいということで２日間に

わたる基礎講座というのを企画して実施をさせていただいた次第です。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ２日間において講習会を開催されたというような状況で、この中身を見てみますと、10月

10日、11日で実施されているという状況でありますけれども、受講者的には数だけ見ればか

なり寂しかったんじゃないかなと思うんですけれども、内容はかなり濃かったものだとは思

います。 

 そういう中で、一般の受講者が12名いらっしゃって、関係機関から11名。この一般の受講

者の中を見てみますと、窯業、宿泊業、団体業、会社員、おのおの人数が記載されています

が、この中で一番何の業種が多いかというと、市議会議員が一番多かったんですよね。５名、

半数ぐらい。市議会議員さん方々の観光に対する思いというのがこの数字として伝わってき

ておりますけれども、すみません、私は参加できなくて申しわけなかったんですけれども。

11日に関しても受講者が７名、関係機関、これ関係機関が逆に多くなっているんですよね、

10名。第１回、第２回開催されて、参加人数はかなり推移はあると思うんですけれども、こ

ういうふうな推移の状況を率直に担当課としてはどういう評価をされているのか、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 
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 お答え申し上げます。 

 なかなかふだん仕事を持たれている方が中心でありますので、そういう観点からすると、

カリキュラムの設定、それから、時間帯、季節も含めて、率直なところ、非常に日時設定、

カリキュラムの内容の設定するのは難しいなというふうには思っております。 

 一方で、ほかの先進的な地域の人材育成の状況なんかを勉強させていただきますと、継続

をしてその地域で人材育成に取り組んで、長い目で見て、その地域の、先ほど大学の話を御

質問いただきましたけれども、こちらは観光に携わっている方々の意識を高めて、地域をつ

くっていく基礎となる人材を育てていくということは大事なんだなということを感じており

ますので、議員がおっしゃっていただいたことも含めて、今後、改善、また、検討しながら、

引き続き地域の人材を育てていくための取組を進めていければと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そうですね。この事業に関しては本当難しいと思うんですよ。この後、人材育成の考え方

はどうですかという質問を上げているんですけれども、確かに難しいと思います。ただ、現

に令和５年度やっていくというような状況で予算を計上されていらっしゃるんですけれども、

商品をつくるという、地域資源を商品化していく。あと、人をつくる、主体的に動く人材を

つくる。仕組みをつくる、地域経営が継続化する仕組みをつくる。これはいろんな観光ＤＭＯ

の中核を担う人材をつくるというような側面もあるだろうし、普通の旅館、観光経営をどう

していくかというところも担っていく人材づくりでもあるとは思うんですけれども、結構

フィールドが広いんですよね。だから、私、今まで、令和３年度、令和４年度、コンパクト

に受講者はこのこまを受けたい、ほかはやっているからいいんだ、私は全部が全部必要じゃ

ないんだ、そういうふうな思いもあって受講された方もいるんじゃないかなと思います。 

 そういうふうな中で、今後、令和５年度に向けて、じゃ、どういうふうな展開を考えてい

らっしゃるのか、そこを最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 昨年度、また、今年度の実施に当たりましても、昨年度は６回シリーズありましたけれど

も、このうちこの講座だけが聞きたいんだ、また、今年の２日間のカリキュラムについても

ここだけ聞きたいんだというような問合せはございました。そういう御希望については承っ

て対応をしていたわけでございます。そういう点では、来年度の予算をお認めいただければ
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ですけれども、実施に当たりましては、議員のお話も参考にしながら、より参加しやすい、

また、ためになる講座にしていければと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 今後の展開、座学等でいろんな知識を得ることも必要だとは思うんですけれども、観光コ

ンテンツを生かしたフィールドワークというのも今後必要になってくるんじゃないかなと思

います。 

 この流れで行かせていただきたいんですけれども、市のホームページで農福商工連携によ

るＳＤＧｓで嬉野温泉名物を開発しましたという記事を拝見しました。キュウリの「嬉野

（きの）瓜（か）」という商品だとは思うんですけれども、こういうふうにプレスリリース

に載っていたんですけれども、こういう新しい商品開発をするようなフィールドワークを今

後こういうふうなうれしの未来づくり塾でも取り組んでいこうという構想だとか、例えば、

今回は農福商工でやっていますけれども、同じような形で規格外のトマトを処分するのは

もったいないから何か新しい商品開発ができないかというようなところだとか、あるいは農

産物関係でいけば、嬉野は西洋野菜をメインにしているので、そこをうまく展開していって

商品開発をしていって転売していこうかとか、そういうふうなのもこういう未来づくり塾の

講義の一こまに持ってこられそうかなと私は思うんですけれども、そういうふうなのもどん

どん取り込みながら、今後、フィールドワークに展開して、いわゆる実習的なもの、こうい

うふうな展開ができないかなと思うんですけれども、そういう発想とかはないかなと、お尋

ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 今、議員がおっしゃっていただきました「嬉野（きの）瓜（か）」ですけれども、これを

実施するに当たっての企画をする方はこの未来づくり塾に参加もしておりました。そういう

点では、ある面、成果の一つなのかもしれません。 

 フィールドワークについては、この講座参加の時間でありますとか、時期でありますとか、

そういった点、先ほどお答え申し上げましたように、よくよく検討しながら、また、希望す

る方の意見も聞きながら、カリキュラムも組んでいきたいと思いますし、フィールドワーク

としての取組というのも大変いい御提案だと思いますので、その点も含めて前向きに考えて

いきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 未来づくり塾を基にして次の質問に移っていくわけですけれども、確かにすばらしい取組

だと思うんです。本当にすばらしい取組なんですけれども、何かそこにスパイス、アクセン

ト、年が変わるごとに新たな仕掛けづくりをしていく必要は今後あるんじゃないかなと思い

ましたので、御提案的なものをさせていただきました。 

 そういう中で、今後の観光人材の育成に関してなんですけれども、ここには人材の育成に

関して幅広い意味で書いているんですけれども、観光だけでいってみれば、マーケティング

やデータ分析や商品開発の立案・プレゼン、そういうふうな今まであったかもしれないけれ

ども、きちんとしたエビデンスに基づいた戦略を立てていく人材が今後必要じゃないかなと

私は思うんですけれども、市長はどのようなお考えがあられて、今後その人材の育成の取組

に関してはどのようなお考えを持たれているのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今観光を取り巻く環境というのは大きく変容をしております。以前のような団体旅行を中

心とした誘客であれば、私ども行政が大手の旅行代理店等を回って営業するということが最

大のセールスであり、それが一定有効な時代もございましたけれども、今は個人で旅行計画

を立てられるということの中では、また、趣味、嗜好も多様化している中で、どのように

ＰＲをしていくかということは画一的な動きというのは非常に難しくなってきたというふう

に思います。 

 そういった意味では、プレイヤーを増やすということが嬉野の今後の観光地として生き残

りを図っていく上で重要なことだというふうに思っております。実際、嬉野の強みとしても

プレイヤーが多いことが嬉野の強みですよねと、商店街の若い店主さんとか、農家さんとか、

いろいろな人がやっていますよねと、さっき議員からも御紹介いただいたような福祉の関係

の中でも今回私どもの進めている園芸農業とコラボする形で農福連携の一つのすばらしい事

例をつくり上げていただいたのかなというふうに思いますけれども、こういったプレイヤー

を多種多様につくっていって、季節を問わず、そして、誰か一人のワンマンチームではなく

て、いろいろと嬉野はこうしたら面白いんじゃないかということの仕掛けをたくさんやって

いただくことによって、嬉野は次から次へと話題が出てきて面白いよねということで、嬉野

全体の知名度であったりとかいい印象をつくっていく循環が出来上がってくるというふうに



- 352 - 

思っておりますので、こうして幅広く皆さんに今後の観光地づくりを観光事業者だけじゃな

くていろんな視点で考えていきましょうというような動きをさせていただいている、それが

最大の狙いだというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 まさにプレイヤーを増やしていくということでですね。今真っ盛りのＷＢＣ日本代表の

オールスターメンバーのような人材をたくさん地域の中にもつくっていただければ、もちろ

ん福祉業界にもそういう人材も必要になってくるだろうし、農業の分野でもそういう人材も

必要になってくる、観光だけじゃないよというところで総合的な能力を高めていくことに

よって新たな事業展開ができる可能性がさらに強まっていくと思いますので、ぜひとも取り

組んでいただければなと思っておるところです。 

 ３番目の質問に移っていくんですけれども、先ほどそういうふうな人材育成に関して、今

後どういうふうな集客方法について持っていくかというところをお尋ねしたいと思いますけ

れども、通告書には、嬉野温泉駅及び駅周辺の今後について、２月中旬に嬉野温泉駅まつり

などのイベントも開催され、多くの方の来訪がありました。本格的な旅行シーズンを迎える

に当たり、今後の集客についてどのような施策、次の一手を打っていかれるのかというとこ

ろで、まず、こういうふうな状況で書くと、定期的なイベントをどういうふうなことでやっ

ていきますかというようなところになっていくんですけれども、ある程度、これは予算の議

案質疑の中でも出てきたのでいいんですが、今後、執行部のほうも重々承知で考えられてい

ると思うんです。イベントを介して、そのイベントの１か所だけじゃなくて、イベントを行

うことによって、来たお客さんが市の回遊性をできるようなイベント、これを展開していく

必要性があるんじゃないかなと私は思うんですけれども、そういうイベントのあり方に関し

ての考え、これはどのようにお考えになられていくのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 これも以前、観光経済新聞のインタビューの中でも私は答えたことがあるんですけれども、

これから新型コロナウイルスを経たときに、イベントのあり方一つ取っても、１か所に何万

人も集めるというイベントは新型コロナウイルスが落ち着いたとしても何となくこれから敬

遠をされていく時代がやってくるんではないかというふうに思っておりまして、地域に100

か所魅力的なところをつくって、それを50人ずつ回していけば、掛け算すれば、5,000人の
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集客と同じなわけですから、そういった意味では、魅力的なイベントというものを地域で同

時多発的にも連携しながらやっていくような、先ほどのプレイヤーを増やすといった取組の

中でそういったことも可能になってくるんじゃないかなというふうに思っております。 

 そういった意味では、イベントというのはあくまで地域の魅力発信の一つの手段だという

ふうに捉えて、既存のイベントの磨き上げも含めてこれから手をつけていかなきゃいけない

ことなんではないかなというふうに思っております。 

 そのイベントに来訪していただいた方の満足度を最大化するためにも宿泊というものが嬉

野の武器としてありますので、そういった旅館等でも取り組んでいただいている高付加価値

化事業であるかなというふうに思っておりまして、こういったイベントで楽しみ、そして、

宿で泊まって、その感動をかみ含めながら強いインパクトを残してまた次の来訪にしたいと

いう意欲につなげていく、そういったサイクルをつくっていくためには、ワンマンチームで

はこれはやっていけないことだというふうに思っておりますので、今後もこうしたイベント

を自ら企画して自ら動けるような人材をたくさん育てていきたい、それが何をやるかという

より、そちらのほうが大事なような気がしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 確かにイベントというのは一過性だけで終わったらいけないというところもあるかなと思

います。それが次につながっていく、それを基に集客につながっていくというところで、そ

のためのイベントという捉え方も必要じゃないかなと私は思うんですけれども、先ほど市長

の答弁の中で、宿泊につなげていく、宿泊に対しての集客ということも考えていかなければ

ならないのかなという中で、高付加価値サービスが今後やはりメインとなってくるところで

はあるかとは思うんですけれども、そのような状況の中で、私も問合せがあったんですけれ

ども、嬉野はペットと同伴できるホテル、旅館がないよね、そういうふうなお声をいただき

ました。こういうふうなペットと同伴できるようなホテル、宿泊所の取組というのも今後必

要になってくるんじゃないかなと私は思うんですけれども、ペットの飼い主さんは家族同然

として接されて、しつけと申しますか、育てていただいて、最期にはペット葬まである、ま

してや災害の問題になると、ペットも避難できるようなところをつくってくださいよという

声も高まっている中で、何でこれだけ嬉野は観光に力を入れているのにペットの同伴できる

宿泊所はないんですかと聞かれたときには、ああ、そうですねとしか言いようなかったんで

すよ。次なる一歩としては、付加価値サービスをつける中でペットと同伴の旅館、ホテルの

整備というのも必要になってくるかとは思うんですけれども、その辺の考え方はいかがで

しょうか。 
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○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 議員おっしゃるように、ペットを飼う方々はとても今増えております。そういう点では、

ペットと一緒に旅行に行くというニーズも増えております。現在のところ、嬉野市内には、

議員おっしゃるように、受け入れる施設はないんですけれども、市内で宿泊をするお客さん

に対してペットを預かるというお店というか場所はございます。この施設が今後高付加価値

化に関しても非常に興味があるということで今相談を受けているところでございますので、

同伴というわけではないですけれども、こういったステップを通じて観光客のニーズという

のを把握しながら、よりできるような対応、また、支援というのを進めていければと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そういうところでいいんですよ。同伴まではいかなくてもペットを近くに、例えば、自分

が泊まる旅館の本当前とか近くに自分のペットを預けるところがあって、先ほどの答弁の中

でいけば、そういうのはあるんですよね。すみません、私、知らなくて、申し訳ございませ

ん。じゃ、どんどんもっと情報発信していってほしいなと思います。旅行形態というのもか

なり個人的になってきて変わってきているので、そこの情報というのはペットを飼われてい

る人というのはかなり情報収集はされますので、ぜひとも嬉野はペット大丈夫ですよという

ところを全面的に出して集客に努めていってほしいなと思いますので、そこは研究、議論を

重ねた上で、また周知していっていただければなと思います。どうかよろしくお願いします。 

 次に、そういうふうな観光でお客さんが来られた、今度、市内の周遊をしていく中で必要

となってくるのが移動手段。先ほど川内議員のほうからは二次交通等々の話が出ましたけれ

ども、私は具体的なシェアサイクルに関して書いております。シェアサイクルの実証実験の

取組状況や手ぶら観光の計画に関してお伺いをしますということで書いています。 

 シェアサイクルの説明を受けたときに、議案質疑だったかな、サイクルポートという言葉

が出てきましたけれども、これは何かなというところ、また、その設置基準等が何かあるの

かなというところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 
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 お答えいたします。 

 サイクルポートという部分につきましては、このシェアサイクル専用の駐輪場ということ

で考えていただければ結構かと思います。専用に前輪をはめ込んで止めるスペースというこ

とになります。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 じゃ、端的にいけば、シェアサイクル用の自転車置場みたいな感じですね。前輪を置ける

ようなところですね。ありました。それがそうだなというのは分かりました。 

 あれは充電とかはしなくていいんですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 今現在、充電につきましては、まるくアイズ等で残量を見ながら充電を行っていると。利

用者の方はアプリのほうでそれぞれの自転車のバッテリー残量まで確認できますので、使わ

れる方は一番残量が多いやつとかを優先的に利用いただいているというような状況でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 確かに私も百聞は一見にしかずで実際見させていただきました。サイクルポートに自転車

が止まっていて、電動アシストサイクルで、あっ、これで行くんだなというような状況でで

すね。そういう中で、いろんなクエスチョンが出たんですけど、一個一個それを聞いていた

ら時間がないので、あれなんですけれども。 

 スマートフォンでまずは登録して、それで支払いもスマートフォンなんですよね。15分で

100円、１日で1,800円でしたっけ。それでやっているという状況で、私がお伺いさせていた

だいたときもかなりの台数が出払っていました。本当にいい事業だなと、ちょこっと乗りに

はいいなと思っていますけれども。 

 今後の事業展開の中でサイクルポートを増やしていくというところでおっしゃられていた

んですけれども、塩田地区においてももちろんそれは増やしていくというお考えがあります

よね。 
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○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 まずは今の現状の中で駅前で借りられた自転車でどこに向かわれているのかという部分も

確認しながら、エリアの拡大については順次行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 シェアサイクル事業としては新幹線・まちづくり課で行われるわけなんですけれども、今

で取り組まれてきた経過の中で多分レンタサイクル事業というのを観光商工課でしたっけ、

観光協会でしたっけ、そこでされていますよね。そことの料金の整合性とか、今後の主流は

どっちでいくよとか、両方でいくのか、そういうふうなすみ分けというのは考えられている

のか。 

 それともう一つ、４月からだったっけ、自転車に乗る方はヘルメットの着用の努力義務が

されているんですけれども、シェアサイクルをするに当たって、例えば、私はヘルメットが

欲しいんですけれどもというようなお客さんに対しての配慮とか、そういうふうなことも考

えておられるのか、そこをお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 まず、シェアサイクルとレンタサイクルという部分の大きな違いという部分が、市が運用

するに当たってになりますけれども、レンタサイクルの場合、どうしてもまずは個人情報等

で身分証明をいただいて、その場で受付をしてお支払いいただいてということで、それ相応

の手間と個人情報を預かるというような責任、そういったものも発生しますけれども、今回

のシェアサイクルにつきましては、運営会社のほうが全てアプリ上で行いますので、市とし

ては個人情報を取り扱わない、料金についてもタッチしないというような形で行うこととし

ております。 

 現在、シェアサイクルにつきましてもポートのほうを観光協会のほうにも設置をしており

ます。観光協会とお話をする中で、実証事業で今やっておりますけれども、将来的には一つ

にして、こちらのほうに移行していきたいというふうなお声はいただいているところでござ

います。 
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 ヘルメットにつきましては、今のところ、法整備の部分がございますけれども、こちらと

してはまだその準備をするというところまでは検討しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 せっかく統合していくという方向性で考えている中で、今、茶輪事業、お茶と連携して回

るという、ああいういいものは残していきながら統合していってほしいなと。せっかくいい

事業は統合によってそれがなくなったら本末転倒の話でもありますので、ぜひとも観光客の

方にも喜ばれるようなところは残していっていただきたいと、そこを希望するところであり

ます。 

 あと、サイクルポートを主要なバス停のところに設置していただく、それで、例えば、私

がシェアサイクルに乗って、本当は大茶樹まで行きたいんだよね、でも、途中までだったら

シェアサイクルで行けるか、でも、そこでバスの待ち時間があって、この自転車どうしよう

とかというような、要はうまい具合なサイクルポートを主要なバス停に置いていただくこと

で、何か二次交通、バスとの連携というのがスムーズにいけるのかな、そこに例えば、スマ

ホでバスの時刻表がぱんと出るとか、そういうふうなシステムを今後つくっていただければ、

うまく二次交通とシェアサイクルとの融合というのもできるかなと思うんですけれども、そ

の辺のお考えというのはあられるのか、お尋ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 このシェアサイクルなんですけれども、導入に当たっての費用は、台数とポートの台数と

か、そういったところが主になっていきます。１度そろえてしまえば、その後の運用はあま

り影響なく思われますが、ポートを増やすということはどこか１か所に自転車が固まってし

まうおそれがあります。そのときに随時確認しながら自転車の再配置を行う必要がございま

す。全国でも展開されている中でどこに一番コストがかかっているかという部分でいくと、

その再配置にかなりのコストがかかっているというところで、そこも見ながら今後検討して

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 
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 確かにその再配置、恐らくどこかに偏っていくわけですよね、そういうふうなのも考えま

した。再配置した自転車をまたどこかちゃんと分担している。そういうところなんかは地域

コミュニティーとかにお願いしてうまく再配置できないかなとか、そういうふうな発想も私

はしたんですけれども、そういうふうな状況も研究していただきながら、ぜひとも二次交通

との融合というか、スムーズに市内を回遊できるシステムを構築していただければなと思っ

ておりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 そういうふうな状況で、自転車が今後ちょっと乗り、シェアサイクルや、あるいはレンタ

サイクル等で市内を走り回るという状況がイメージできるわけなんですけれども、自転車が

安全に走られるような道路づくりだとか、そういうハード面の対応も必要になってくるん

じゃないかなと思います。そういうふうにどこを自転車がよく通るのかというのは恐らく

シェアサイクル事業の中でもデータがいけるとは思うんですけれども、逆にこの道路だった

ら、きれいだから安全だよというところも示す必要性はあるんですが、そういう中において、

例えば、まるくアイズから市街地の中に行く中で、真ん中の道ですね、大きい医療センター

があって、それを大きいドラッグストアがあるところ、真っすぐ行って曲がって、主要な大

きいタワーのあるホテルのところまで行く。あそこの整備というのはやっぱり必要になって

くるんじゃないかなと思います。 

 そういうふうな中において、地元からの要望も出ているかと思うんですけど、あそこは暗

いんですよね。あそこは暗すぎるんですよね。安全じゃないと私は思うんですよ。そういう

中で、あそこに街路灯、以前からこれは私も言っていましたし、前回の議会でも同僚議員の

ほうからも出ましたけれども、そういうふうな設備を持ちながら、来訪者にも市民にも安

全・安心な道路の提供というのをしていく必要性もあるかなと思いますので、ぜひともこれ

は検討していただきたい。ここはお願いしたいと思うんですけど、建設部長、お考えをお願

いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設部長。 

○建設部長（井上元昭君） 

 お答えをさせていただきます。 

 先ほど課長が答弁をしておりましたけれども、まずもって、シェアサイクルを使った方は

ルートとかといったものはまずもって分かるというふうなことがございます。そういったこ

とを踏まえますと、まず、検証をさせていただいて、実際どこを通っているのかというのが

重要になってくるんだろうと思いますので、その後、もし夜間どうしても交通量が多かった

りとか自転車量が多かったりとか、そういったことがあれば、改めて検討させていただきた

いと思います。 

 以上になります。 
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○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ちなみにシェアサイクルは24時間大丈夫なんですか。大丈夫ですね。自転車に乗っていて

歩行者と接触して事故になった場合の賠償とか、そういうリスクというのはかなり高いもの

があるので、そういうリスクも考えた上で、いろんな視点から考えてそういう整備も必要

じゃないかなと思いますので、ぜひともそこは研究を進めていただきたい、これはお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 最後です。SAGA2024国スポ・全障スポ全般についてでございます。 

 通告書に２点上げておりますけれども、まず、嬉野市においては国スポの種目として、レ

スリング、軟式野球、なぎなた、あと、公開競技で武術太極拳、デモンストレーションス

ポーツとしてスポーツチャンバラ、全障スポでは、ボッチャ、オープン競技として電動車椅

子サッカーがありますけれども、今、進捗状況的なものはどのようになっているのかなとい

うところが気になったので、先にお尋ねできますでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 SAGA2024推進課長。 

○SAGA2024推進課長（金田正和君） 

 お答えいたします。 

 現在、５月に開催されますなぎなた競技、それから、軟式野球競技のリハーサル大会に向

けて、競技団体と連携しまして準備を進めているという状況です。 

 新年度になりますと、会場設営業務、それから、配宿・輸送業務、それから、実施本部の

稼働に係る説明会等々、より具体的な業務を行うことになります。 

 それから、SAGA2024の周知につきましても、来る３月30日には有名なトレーナーをお呼び

いたしまして開催555日前イベントということで周知に努める予定としております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ５月にリハーサル大会が控えていると。もう２か月ですよね。かなりタイトになると思い

ます。 

 そういう中で、先ほど課長答弁の中で、配宿業務とおっしゃったんですけれども、通告書

の１番にも上げていますけれども、配宿業務の確保に向けた取組というのは具体的にどのよ

うになされているのか、お尋ねしたいと思います。 
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○議長（辻 浩一君） 

 SAGA2024推進課長。 

○SAGA2024推進課長（金田正和君） 

 お答えいたします。 

 リハーサル大会につきましては、業者と業務委託をいたしまして配宿を一括して行うよう

にしております。本大会につきましては、佐賀県一体となった配宿センターを設けまして、

契約して一括して行うようにしております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 リハーサル大会、本大会ありますけれども、いろんな取組の中で配宿業務というのが私は

かなり気になっておりまして、なぜかというと、SAGA2024国スポ・全障スポにおいて嬉野市

が観光地としての嬉野市のポテンシャルをいかに発揮できるかということを常に何か気に

なっているんですよね。 

 そういう中において、配宿業務、例えば、軟式野球が嬉野で開催されるんだけれども、宿

泊は嬉野じゃなくて近隣市町のビジネスホテルだったというような状況が僕はあってほしく

ないんですよね。そういう状況を何としても防ぎたいなと。特に全障スポにおいては、ボッ

チャ、身体障がいの方が嬉野でプレーをされるんですけれども、市内の一番近い宿泊所から

一番近い会場に御用意していただくのがまずもってのおもてなし。それで嬉野市としてのユ

ニバーサル推進、あるいはバリアフリーツアーセンターを有する嬉野市のポテンシャルが十

分に発揮できるんじゃないなかと思っているんですけれども、今のところ、配宿に関しての

そういうふうな課題というのは何かお感じになられるのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 SAGA2024推進課長。 

○SAGA2024推進課長（金田正和君） 

 お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、現在、宿泊の部屋数を確保するというのが一番の課題となってお

ります。実行委員会の委員にも旅館組合等々入っていただいておりますので、そことの調整

等も業者にしていただいておりますけれども、我々も入ったところで今度の会議でもお願い

に行く予定としております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 
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○６番（諸上栄大君） 

 嬉野は観光地でもあり、ホテル、旅館、そういう宿泊所は確かにあるんですけれども、価

格的なものというのがどうしても高く設定されていらっしゃるんじゃないかなというイメー

ジがあります。しかも、本大会、仮に全障スポとなると、10月も末ですよね、秋の旅行シー

ズンに関わってくる。そういうふうな中で、受けられないという葛藤というか、そこを何と

かしてくれというようなお願いベースで回るという状況も何かしっくりこないなとずっと思

うんですけれども、これは何か県から、すみません、宿泊費をもう少し補助してもらえませ

んかというようなところはかなり要望とかはできないんですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 SAGA2024推進課長。 

○SAGA2024推進課長（金田正和君） 

 お答えいたします。 

 本大会に係る宿泊料金というのは、国といいますか、Ｊスポで決定しておりまして、金額

が設定されております。その中での料金設定と、各旅館の金額が決まるわけですけれども、

なかなかそこの折り合いがまだ今調整段階というところでございます。先ほど来、高付加価

値化事業と出てきておりますとおり、なかなか厳しい状況というところではあります。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 なかなかそこは難しいところじゃないかなと私は正直思うんですよね。 

 ただ、宿泊者に対しての「うれしかーど」1000ポイント事業というのを嬉野はやっていま

すよね。ちなみにこれは国スポ・全障スポで宿泊された方にも適用するんですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 今年度の事業として展開しておりますので、来年度ではまだ予算化はしておりません。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 すみません。来年度の事業ですね。分かりました。ありがとうございます。 

 そういうふうな状況で本当にそこの折り合いで課題があるという声も聞こえたこともあり
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ますし、嬉野のバリアフリーツアーセンターがある中で、嬉野の全障スポのアスリートに関

しては近いところで開催していただくような取組を行ってほしいというような状況もあるん

ですけれども、国スポ、これは国のスポーツ大会というのは重々承知です。視点を変えれば、

来ていただく方は全部観光客なんですよね。視点を変えれば観光客なんですよ。嬉野に来て、

嬉野はよかったよと、嬉野にもう一回行きたいよというところが少しでもつかめれば、僕は

大したもんだと思うんですよね。だから、国スポがあって、あと３年、５年、10年後に、国

スポ・全障スポであったアスリートの方が今度は家族と来ていただく、障がいをお持ちの方

が今度はまた自分たちの団体で嬉野で何かを開催したい、あるいは宿泊に来たい、そういう

ふうな状況でかなりそういう先のことを考えれば、非常に国スポを生かした観光展開という

のが私はできるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう中で、元をただせば、宿泊

所の問題がある。 

 市長、これは嬉野に来られたアスリートの方に何とか補助とか対応ができないか、そうい

うふうにして考えれば投資ですよね、投資なんですよ。それで、嬉野のポテンシャルを生か

したおもてなしを展開して、嬉野のリピーターになってもらえれば、御の字じゃないですか。

そういうふうな施策の一歩として補助というのが考えられないのかなと私は思ったんですけ

れども、市長の見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 このSAGA2024につきましては、私どもも、人的なもの、また、費用負担も含めて、非常に

相当なものを積み上げております。そういった中で全ての宿泊者に対しての支援ということ

になると、非常にこれは試算もできないぐらいの大きな額になるのかなというふうに思いま

すので、非常に県に慎重な検討を要するのではないかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 確かにおっしゃる内容は分かります。でも、仮に全障スポのアスリートの方というのは一

人一部屋じゃなくてもいいんですよ。そこに家族が同伴されてお泊まりになられる。どうし

てもそういうふうな状況でなってしまうと、必然的に宿泊費は高くなってしまうんですよね。

そういうところにターゲットを絞ってでも考えるスタンスというのはありますので、ぜひと

も何かそういうところをうまく検討していただくように、切にお願いとなってしまうんです

けれども、私は国スポ・全障スポは次のリピーターを増やすというところで考えていただけ
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たらと思いますので、そこをお願いしておきたいと思います。 

 最後の質問です。 

 国スポ・全障スポにおいて、特にこれは全障スポのほうなんですけれども、ボッチャでい

ろんな補装具だったり、車椅子だったり、そういうふうな状況で福祉用具がいろいろ入って

きます。また、宿泊地においてもバリアフリーとはいえども、例えば、電動ベッドが欲しい

よとか、あるいはここに仮設でもいいから手すりが欲しいよというような急遽そういう状況

が発生した場合の対応として、そのリスクの回避のために、私はそういう専門職の団体との

連携というのは必要になってくるんじゃないかと思うんですけれども、そういう視点という

のはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 SAGA2024推進課長。 

○SAGA2024推進課長（金田正和君） 

 お答えいたします。 

 全障スポにつきましては佐賀県が主管しておりまして準備を進められておりますけれども、

当日は車椅子等の故障等が発生した場合につきましては専門業者を配置した修理場を設けら

れる予定と伺っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そしたら、そういうふうなメカニック的なフォローとかなんとかは県が全て一括して置く

というような解釈でいいということですね。分かりました。ありがとうございます。実は

ニューミックステニスがいつも嬉野で開催されているんですけれども、そこにはいつも県の

理学療法士会から派遣された方がケアも踏まえて対応されるので、そういうふうな仕組みが

何か今度SAGA2024国スポ・全障スポでもされているのかなというのがありましたので、お尋

ねしたところではありました。 

 今回、大学誘致、あるいは観光施策、全障スポというところで質問をさせていただきまし

たけれども、本当に大きなイベントが今後めじろ押しになってくるところではありますけれ

ども、計画立てて、できるところは本当に嬉野のリピーターを増やすという視点も入れてい

ただきながら、何とか施策展開をお願いしたいと思うところでございます。 

 最後になりますけれども、今議会、年度末、３月の定例会となります。執行部の中には今

年度をもって退職される方がいらっしゃるとお聞きしておりましたけれども、今まで本当に

御指導のほどありがとうございました。すてきなセカンドライフを送っていただくことを切

に願っております。これをもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとう
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ございました。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで諸上栄大議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで15時40分まで休憩いたします。 

午後３時30分 休憩 

午後３時40分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 休憩前に続きまして、一般質問を続けます。 

 議席番号８番、山口虎太郎議員の発言を許可します。山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 こんにちは。本日、最後の当番の山口虎太郎です。本日、早朝より傍聴席の皆様におかれ

ましては、本当に御苦労さまです。議席番号８番、山口虎太郎です。議長の発言許可を得ま

したので、始めます。 

 その前に、令和２年から世界中に拡大した新型コロナウイルス感染症に令和５年にやっと

緩和対策が出されました。国内旅行支援、出入国緩和策、観光業界や輸出入業界に明るさが

見えてきたかと思います。 

 しかし、一方で、農業後継者、職人の大工さん、左官さん、板金屋さん、運転手さん、い

ろいろな職人不足という空洞化をつくり出しております。嬉野市もその一環として同様と考

えております。果たして、このまま外国人労働者に頼り続けていいものかと不安の声も上

がっております。 

 市長肝煎りで塩田のハウス団地づくりもいいことですが、農業後継者、大工職人、左官職

人、板金職人、日本古来のそういう職人の人材育成にも政策が必要かと考えます。市長はど

のようなお考えか伺う。 

 では、質問に入ります。大きく分けて５点の質問。 

 まず、農業について、次に、観光施策について、まちづくりについて、医療センター跡地

活用について、最後に、市道、農林道等維持管理について伺います。 

 壇上よりは、嬉野市市勢要覧資料編2022を頂きました。就農人口の減少、農業産出額の減

少を私は農業の本当の危機と受け止めており、平成30年から市長へ対策の取組をお願いし、

５年経過しております。本市の農業をどう振興されるのか伺います。 

 以上、再質問、質問は質問席より行います。 

○議長（辻 浩一君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（村上大祐君） 
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 それでは、山口虎太郎議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 今後の農業の振興策についてのお尋ねでございます。 

 農業は本市の基盤を担う重要な産業でもありますし、私自身といたしましても、この次世

代の成長産業として発展をさせていくという意欲を持って取り組んでおるところでございま

す。なかなか農業の取り巻く環境が厳しいというようなことを、関係者、会えば決まり文句

のように言われるわけでありますけれども、そこをあえて、私たちは若い担い手をしっかり

と育てていくことで、次の時代には、今こうしたウクライナの情勢もございます。そういっ

た中で、食料安全保障という観点からも、この嬉野市を食料生産基地として、将来にわたっ

て持続可能なまちにしていくべく、担い手づくりを進めておるところでもございます。 

 １つは、先ほど議員からも御紹介いただきました、塩田地区におきますスマートアグリ宮

ノ元農業ハウス団地もその一貫でございますし、また、そこで営農されている方に最先端の

環境制御技術を身につけていただいて、そして、また地域の重要な担い手として、若い人材

として根づいていただくことを目指すものでございます。 

 佐賀県におきましても、佐賀園芸生産888億円推進事業を行っておりまして、私どもの従

来の特産でもございますお茶と併せまして、この888億円という大いなる目標に向かって具

体的な農業振興策を講じてきたところでもございます。その間、新型コロナウイルスを要因

とする販売不振であったりとか、また、自然災害等もございましたけれども、私の一貫して

取り組んできたことは、若い農業者、経営者が希望を失わず、しっかりとこの地に足をつけ

て営農していただく、そして、将来展望を思い描いていただくための農業施策を展開してお

りますので、今後ともこの調子で進めてまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

 以上、山口虎太郎議員の質問に対するお答えとさせていただきいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 それでは、１番目の質問として、なぜ嬉野市の市勢要覧を用いたかといいますと、やはり

ここに載っていますように、皆さんお分かりかと思います。平成24年から令和３年までには、

お茶の生産量もマイナス４億4,300万円という大幅な売上の減額もあっております。そして、

その上に、人口の減少です。これが本当に私もびっくりするんですが、専業農家の方はほぼ

あまり変わっていないんです。そこを、嬉野の茶業を支えてきた兼業農家ですよね。夏はほ

ぼお茶の専業という形でやられた方です。こういう方々が、今の市況という低価格の中で、

どんどん離農されておられるわけです。そこで、本当に今まで嬉野の産業としての農業を支

えられてきた、そういう兼業農家の方々が、もう高齢化も進み、また、後継者も離れて、本

当に危険な状態じゃないかと私は考えるわけです。 
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 そういう中に、今日の農業新聞のほうにも出ておりましたが、前年度に比べて、97人の増。

これは何かと言いますと、農林業関係者の自殺者なんですよ。395人。いかに今、農林業が

危険な状態で、皆さん苦しんでいるかということが分かられると思います。こうした状況に

なる前に、私はずっと言ってきたわけなんですが、今、農業政策の転換に際して、国もやっ

と一歩、方向を変えてきております。 

 そういう中で、嬉野市が農業の人口を支えて、後継者を支えていくためには、専業農家だ

けでは産業としては成り立たない。そこで、本当に兼業をされてきた数多くの方々の農業の

体制というものを温存していかなければならないと考えるわけです。そういう意味で、今回

この市勢要覧の人口比率、そういうものを一応参考にいたしました。 

 その点で、まず市長にお伺いしますが、やはり農業だけではなく、そういうほかの職人さ

んという形の中でも、一応空洞化が見られますので、そういう点でどういう考え方を持って

おられるのか、まず、お伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 通告とはちょっと違うような気がするんですが。 

○８番（山口虎太郎君）続 

 そしたら、農業の後継者のみでも構いませんので、どういうお考えなのか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今後の農業、私は成長産業化をしていくために意気込んでやっているということでありま

すので、今の時代に求められるのは、栽培技術だけではなくて、経営感覚も重要だというふ

うに思っております。そういった経営の感覚を身につけていただくべく、いろんな取組もし

ているかというふうに思っておりまして、その１つが今度、先ほど同僚議員のほうからも御

紹介がありました農福連携事業とか、そういった地域資源と組み合わせながら、農産物の魅

力発信に努めてまいるということも、これは経営感覚を発揮することだというふうに思って

おります。こういったことを積み重ねていきながら、この地域の農業振興のために尽くして

まいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 経営感覚、これは農家にとっても大事なことです。今の若い人たちは、よりそういう経営

感覚を持って、専業の方々は、いろんな対策を取っておられます。それでも、なかなかうま
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くいかないのが、適正な価格形成というものが、どういう形でつくられているのかという点

で、今日の農業新聞のほうでも基本法検証部会ということで、再生産の実現をということで、

適正な価格形成への議論というものを今度は始められておりますね。こういうことが農業の

生産者の価格というものに対して、きちんと物価高から資材高を含めて、やはり生産者の所

得も圧迫しているという中で、本当に真剣に議論をしてほしい。それは今度新たに大分のほ

うでも協議会ができておりますが、しかし、全体として、やはり適正な価格というものを本

当に皆さんで議論していかないと、生産者の価格が上がらないと、やはり食えない。どうい

う経営感覚を持っていようと、農地を持っては動けないわけですよ。じゃ、そこで商品を生

産して初めて、商品として売ることができる。価値が増えていく。だから、市長が言う経営

感覚、当然誰でも持っているわけですよ。その中でどうしても苦しいというのは、こういう

価格形成がなかなか進まない、そこが一番の今の農家の現状点なんです。 

 それが最もひどいのが畜産関係者ですよね。やはり肥料が外国に依存している。国内で自

給できるのが僅かなんです。だから、ますますこういう輸入価格が上がってくると、経営を

圧迫するわけです。だからといって、生産者の農畜産物が果たして適正かと言われれば、逆

な方向で今動いているわけですよね。なかなか値段も上げられない。そういう中で、やはり

嬉野市が施策として考えていかなければならないことが幾つかあると思います。 

 そういう点で、次に、本市も国策の自給戦略の一部を担うと。市全体の具体的な農業戦略

が見えない。その中で、食育や就農者対策、総産出額対策をどうやってつくっていくのか。

これについて、もし課長のほうであれば、１つお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 茶業振興課長。 

○茶業振興課長（森 尚広君） 

 お答えいたします。 

 農業の自給戦略につきましては、国によるみどりの食料システム戦略に2050年までに化学

農薬の使用量をリスク換算で50％低減、化学肥料の使用量を30％低減、有機農業の取組面積

割合の25％拡大、全国で100万ヘクタールに拡大するなど、目標が設定されております。 

 本市においても、みどりの食料システム戦略を踏まえ、今年度９月補正で環境保全土づく

り事業を予算化し、事業を行っているところでございます。この事業、まずは土づくりが基

本と思っておりますので、今後も県、関係機関と連携しまして、生産者の声を聞きながら、

生産力の向上、持続可能な農業の実現に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 
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 お答えをいたします。 

 先ほど議員がおっしゃった中で、自給率のお話があったと思います。現在、日本の自給率

というのは38％ということで、約６割は輸入に頼っているということでございます。こう

いった中から国で申しますと、国消国産、こちらでは地産地消ということになろうかと思い

ますけれども、こういった取組が重要になるのではないかというふうに考えているところで

ございます。 

 先ほどもおっしゃったように、適正な価格での地産地消を進めること、これが食料安全保

障ではないかというふうに考えているところでもございます。この地元のものを手に取り、

食べることが私たちにできる地産地消の実践であり、生産者を応援することにつながる。そ

れが私たちみんなにできる安全保障ではないかというふうに考えているところでございます。 

 こういった中で、地産地消をみんなで進める、それが農畜産物を食べて飲んで応援し、農

業を後押していくことが必要というふうに考えているところでございますので、地産地消の

推進、ましてや食料自給率の向上にもつながるというふうに考えているところでございます。 

 また、私たちが生きていくための一番大切な食の安心にもつながるだろうというふうに考

えておりますので、こういった地産地消の取組を関係機関一体となって取り組んでいければ

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ありがとうございます。市長にちょっとお聞きしたいんですが、多分今、耐候性ハウスと

か、こういうハウス団地の中で、認定農業者という形で研修を受けて、そして、入植すると

いう形になっているわけですね。その中で、この認定農業者というのが、私たちが昔聞いて

きた認定農業者の制度、そういう条件とか要件とかというのと、現在のそういう新規就農者

の要件というのがどういうふうに変わってきているのか、ちょっとお聞きしたいんですが。

課長、いいですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 お答えをいたします。 

 認定新規就農者のことだろうと思っております。認定新規就農者、この分につきましては、

対象者は新たに営農経営を営もうという青年の45歳未満の方が対象ということになっており

ます。また、青年等就農計画ですね。この内容につきましては、具体的な就農計画、あるい

は就農経営の将来の目標、技術研修計画、資本整備の計画、または資金計画等々を書き込ん



- 369 - 

だ計画書を市の方に提出していただきまして、市のほうで認定をいたします。認定をされた

方が、認定新規就農者ということになりまして、様々な支援制度を受けられることになって

おります。 

 具体的には、青年等就農資金、就農に必要な整備、または運転資金ということで、3,700

万円までは無利子で借りられる制度であったり、ハウス整備等に関しましては、補助事業の

活用ということで、先般、当初予算にもお願いしておりますように、経営発展支援事業とか、

888推進型事業の支援を受けられると。また、経営の開始資金というのも受けられるという

ことになってきております。 

 期間につきましてですけれども、この期間につきましては、認定農業者になった場合には、

その時点で消滅するということになります。ただ、本来の有効期間というのは、青年等就農

計画の有効期間になりますが、認定を受けましてから５年間が有効ということになっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ありがとうございます。何でここを聞くかといいますと、この認定農業者になって、ト

レーニングファームで研修を受けて、認定になるわけですね。そういう流れの中で、この認

定農業者という形の認定を受けていないと、国の資金制度というものが利用ができないんで

すよね。 

 そういう中で、就農資金制度の中で、新規就農者補助金というのがありまして、就農され

る方が準備資金として150万円頂く。これについては、もう一つ、1,000万円の条件というも

のがありましたので、ここがもし分かれば、御説明お願いしたいんですけど。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 お答えいたします。 

 1,000万円の補助というのは、経営開始資金ということになろうかと思います。この分に

つきましては、機械または設備、あるいはリース料に充当される分で、国、県の補助事業に

なります。４分の３の補助事業ということになっております。経営開始資金を受けている方

は500万円までが限度と、この資金を受けていない方は1,000万円までの資金を受けられると

いう制度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 
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 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 理解しました。その中で、まず、この認定農業者となる要件ですよね。さっき言われた中

で、これは各市町の長が農業委員会という形で一応認定をされるわけですよね。その点、間

違いないですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 お答えします。 

 議員おっしゃるとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 その中で、最終責任者として市長のほうの名前で認定をされるわけですが、私のほうから

考えるにつけて、男性１人が入植して認定を受ける場合、それから、夫婦で入植して認定を

受ける場合、この２人とも認定を受けられるのか、そこら辺の判断の仕方というのはどうい

う形になっているのかをお尋ねをしたいんですが。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 お答えをします。 

 夫婦あるいは家族でも認定を受けられるようになっております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 それでは、２人とも認定を受けられるということであれば、補助金が１人150万円、２人

で300万円頂けるのか、そこはどうなんですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 どの事業のことば言いよっですか。どの事業のことを。 

○８番（山口虎太郎君）続 

 新規就農補助金。 

○議長（辻 浩一君） 
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 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 お答えします。 

 １人への150万円でありますけれども、夫婦で受ける場合には、225万円であったかと思っ

ておりますけれども。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。これがもう一つ、女性の場合の立場が旧態依然として、夫婦で入っても奥

さんのほうが認定が受けられないとかという形であれば、これは問題だなと思ったもので、

それともう一つは、若い後継者の農家に嫁がれる奥さんですね。その人も当然、新規就農者

として扱われてもいいんじゃないかなと私は思うんですが、その点、課長どうですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 お答えをします。 

 夫婦での新規就農者ということですけれども、今、県のほうの新規就農者の調査が毎年６

月にありますけれども、その件では夫婦と申しますか、奥さんのほうが就農された場合には、

そちらのほうも新規就農者ということでカウントをしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ということは、これは補助金の対象者になるということで考えていいですか。もらわれる

という。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（井上 章君） 

 新規就農者という補助金の対象になるのは、審査会を通って認定を受けられた方に対する

補助金の対象ということになりますので、あくまでも夫婦での新規就農者というカウントの

意味ですよね。補助金はちゃんと認定を受けた方でなければ受けられないという制度になり

ます。 

○議長（辻 浩一君） 
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 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。そういう意味で、もともと農家に嫁ぐ奥さんたちが、どうしても旧態依然

として、新規就農者のごと一時金も夫婦で受けられるとかという立場にはなかわけですよね。

そういうところも、ぜひ市長、今後若い人たちが、農業後継者で奥さんをつれてきていただ

くという中において、やはり農業後継者として、１回研修をしていただいて、そして、認定

をして、補助金を頂くという形の、若い人たちに対してのそういう夫婦がやりやすいような

経営環境づくりというのも必要じゃないかと私は考えるわけなんですが、その点、市長、い

かがでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 この若い女性の方も含めて、新規就農者を増やしていくための１つの方策として、１つ事

例があるのが、全く別のものを作っている農家さんのところに嫁いだことをきっかけに、自

分自身も、例えば、花の栽培とかを新たに始めてみるということで、事業の多角化に取り組

んでいる家族農業の経営体もございまして、佐賀県のみならず、国全体の表彰も受けられる

ような優良経営体もございますので、そういったモデルケース、ロールモデルもございます

ので、嬉野で農業をしていくことも含めて、様々な自分自身のキャリアアップにつながるよ

うな支援というものは取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ぜひ奥さん方も、ちょっと慣れてきたら水田でもトラクターを回すとか、いろんなことは

やっておられます。そういう意味も含めて、農家に嫁いでこられた若い奥さん方に、150万

円を利用して、認定農業者としてできるなら、補助ができるという１つのやりやすいような

考え方も必要じゃないかと思うんです。これはまた、今から先、研究をしていただきたいと

考えるわけです。 

○議長（辻 浩一君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（中村はるみ君） 

 先ほどの課長の答弁に少し補足をさせていただきたいと思います。夫婦の場合に嫁いでき

たから認定農業者になるわけではございませんので、審査会にかけて認定されれば対象にな
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りますので、そこのところは、来たからすぐ対象者になるということではございません。ま

ず、認定農業者になってから申請していただければ、夫婦でも対象となるということで、よ

ろしいでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 部長、分かっています。特に移住とかで来られる夫婦とか、それとか、もともと地の人に

嫁がれる人という形があるわけですね。だから、もともと地の人に嫁がれる人は、そういう

昔形ですよね。ただ、何もないわけですよ。結局、結婚されて、茶業なら茶業、農業やって

いかれる。新たにハウスに入る人たちとか、そういう形では全く違いますから、そこに補助

金というのは、奥さんの場合には何も与えられないわけですね。そこの点を言っているわけ

です。そこを、できれば嬉野市で女子会のそういうものをつくっていただいて、研修をして

いただいて、で、市長のほうから認定していただければ、奥さんもそういう形で働けるとい

うことなんです。 

 実際、農業をやっていて、嫁さんをもらったと。どうしても１人で働かんば、２人で働く

場合がほとんど、お茶業の場合は２人なんですね。それが、どうしても今のごたっ、そうい

う低迷で、１人は働きに出るというパターンになってしまいますので、そういうのを若いう

ちから、まずはきちんと就農のときに手当をしてやっていただけないかということなんです。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 先ほどの答弁のところでも申し上げました、モデルとなる経営体がありますけれども、そ

ういった方は認定を受けられておりますので、新たな作物にこのチャレンジをされるとか、

そういったものであれば、審査会にかけた結果、採択される率が上がるのではないかという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ぜひ若い奥様たちに認定をしてやって、新たな奥さんたちが事業の発展というものをでき

る可能性もありますので、ぜひやっていただきたい。 

 次に、３番目にはうれしの茶活性化委員会が設置されましたが、その後の進展状況を伺う

という形で出しております。課長、よろしくお願いします。 

○議長（辻 浩一君） 
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 茶業振興課長。 

○茶業振興課長（森 尚広君） 

 お答えいたします。 

 うれしの茶活性化委員会につきましては、嬉野市内の茶生産者、茶商工、流通団体、各関

係機関等に参加していただき、生産、流通、販売まであらゆる諸問題や対策について協議を

行ってもらっております。委員会の中では各方面から様々な御意見を頂戴して、前向きな議

論がなされているところでございます。会議の頻度につきましては、お茶の繁忙期でない時

期、年２回から３回程度行っております。 

 今後も協議が必要な案件が生じた場合には開催いたしまして、協議を重ねながら活力ある

茶産地づくり、育成に努めてまいりたいと思っております。年に３回開催したと申し上げま

したけれども、１回目につきましては、８月２日に行っております。そのときは、会長の専

任、副会長の専任とか、あと、活性化委員会のあり方、目的を協議しました。生産、流通、

販売、それぞれの部門、要望、情報提供ということで、協議がなされました。あと、蒸し製

玉緑茶、釜炒り茶の価格対策というようなところでございます。 

 ２回目、11月９日ですけれども、全国茶品評会における摘採方法について協議がなされて

おります。あと、品評会のメリット、デメリット、あと、出品報奨金についてと。あと、嬉

野温泉駅まるくへの給茶機設置について協議がなされております。 

 最後に、３回目、２月28日ですけれども、このときも、全国茶品評会に向けた取組につい

てと。生産者側の出品意向の確認ということで行っております。あと、嬉野温泉駅まるくへ

の給茶機の設置、これは２度目ですけれども、これも話をもう一回させていただきました。

あと、うれしの茶の輸出についてというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ありがとうございます。あと、今のいろんな議題の中で出してほしいのがあるわけです。

適正な価格形成ですね。どうやったらできるかという議論です。ここを課長、指導していた

だいて、ぜひ議論を深めていただきたい、お願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 茶業振興課長。 

○茶業振興課長（森 尚広君） 

 この適正な価格につきましては、１回目のときも、早速、農業者側から茶商のほうに問合

せや、質問、情報提供等あったところでございまして、今後も大きな課題と思っております。

私もあるお茶屋さんとお話をしていて、単年度、１年価格を上げるのは別に構わないんだと。



- 375 - 

ただ、価格を上げたために、その価格に沿ってまた今度は売らなければいけないと。それが

残った場合には、次年度は買えないよというような、当然といったら当然のお考えと思いま

すので、議員おっしゃるような適正な価格というのを、また活性化委員会で協議しながら、

そういったところも、議会でもこういった質問があったということで、できれば協議してい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 よろしくお願いします。 

 次に、観光施策につきまして伺います。 

 新幹線駅開業後のイベントや観光客の施策をされていますが、新幹線開業後は、観光商工

課との連携を戦略とする答弁が課長のほうから１回ありました。今のそういう合同での戦略

の形というのはどういうものか、説明をお願いしていいですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 西九州新幹線が開業しました昨年９月以降、市内でも様々なイベントが実施されておりま

す。新幹線・まちづくり課と観光商工課で連携して取り組んでおります。 

 具体的に申しますと、開業から３日間実施しました開業イベントでは、観光大使の出演や、

花火の打ち上げ、観光パンフレット等の配付についても観光商工課が大きく携わっておりま

す。 

 また、10月に実施しました商店街主催の街あるきスタンプラリーにおいても、温泉駅を出

発としたＪＲのウオーキングと同時開催をいたしまして、駅を出発した方が商店街を散策で

きるような仕掛けも取っております。 

 それと、１月から２月まで開催しました「うれしのあったかまつり」では、開催期間中に、

駅、また、駅周辺にもランタンを飾り、温泉街との連携を図っております。それと、今月25

日、26日に開催いたします酒蔵まつりにおいては、例年、塩田、嬉野の酒蔵を中心に開催し

ておりますけど、そこに加えて、今回、開業半年イベントとして開催される駅前のイベント

とも連携を取り、３会場でシャトルバスを周遊させる計画となっております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 
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○８番（山口虎太郎君） 

 今回、茶業青年会のほうから、茶ミットのほうの行事というのがどうなったんですかね。

ここは中止になったと言われたんですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（中村はるみ君） 

 お答えいたします。 

 茶ミットの開催ということですと、その分は今回は見送るという形になっております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。３月末から暮れの連休とか、４月の頭には酒蔵まつり、それから、茶ミッ

ト、おやまさんという連携で、嬉野のイベントがずっと生産者、地元の方の力でやってこら

れたわけですね。やはり、ここに対して私も地元の人間として、人を集客できるいろんなイ

ベントですから、期待をしていたわけなんですが、なかなかそういうところが茶業会のほう

が今回は中止という形になったと聞いたときに、ちょっと残念だったもので、じゃ、次にや

れることはないのかなと。それに変わる方法としては、要するに、５月は農家は忙しい、５

月の後半から６月、７月、８月、９月までにそういう茶市とかというものを、おやまさんの

形、また、商店街の形の中で、連携した形でイベントができないものか、そういうのをもし

進めていただければ、やはり１つの流れができるんじゃないかと思うわけです。 

 お客さんを呼ぶという動線の中で、今回、酒蔵まつりのチラシを見ましたが、嬉野温泉駅

から和多屋さんのところまで、嬉野新幹線駅から塩田の酒蔵のところまでという形で、一応

シャトルバスが載っていたわけですね。以前は多分、温泉区のバスセンターのところから

シャトルバスが出て、塩田の酒蔵という形で走っていたと思うんですが、今回、何でまちの

中をシャトルバスが走らんのかなという点でお伺いしていいですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 今回は、事業につきましては、地域力開発プロジェクトのメンバーを中心に協議をしてい

ただいております。もちろん酒蔵も入ってですね。そういう中で、今回は和多屋別荘前で降

りていただいて、まち中をぜひ歩いていただきたいということで、和多屋別荘前にバス停を

設置するようにいたしております。 
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 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 多分、駅前からの自転車サイクルかそういうまち歩きかという形で私も一応見たんですが、

商店街のほうへの案内とか、そういう立て看板が相談があったわけなんですが、それが立て

られないという形で聞いたんですが、そこはどうなんですか。商店街への案内の立て看板な

んかは立てられないんですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 もう一回尋ねて。座ったままよか、尋ねて。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 すみません、どこに何の立て看板を立てるということでしょうか。 

○８番（山口虎太郎君） 

 酒蔵まつりのときに本通りに入っていく中で、商店の案内とかいろんな形のそういう看板

が立てられないかという。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 今おっしゃられているのは、各商店の案内看板を道に立てるということですか。 

○８番（山口虎太郎君） 

 当然、こっちで酒蔵まつりがあっていますよという案内はできるんじゃないですか。本通

りのほうで。それくらいぐらいは立て看板立てたって別に問題なかとやなかですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 暫時休憩します。 

午後４時23分 休憩 

午後４時27分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（中村はるみ君） 

 お答えいたします。 

 酒蔵まつりにつきましては、嬉野市内では塩田会場と嬉野会場と２会場ありますので、そ

の会場の表示はいたします。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 
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○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。それと、駅前のイベントが連動するということで考えていいんですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（中村はるみ君） 

 お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 それでは、できる限りまち中を歩かせたいという観光商工課の課長の話もありましたけど、

できれば、やはりシャトルはシャトルで上のバス停のところから、バスセンターのところか

ら回していく、途中でまち中で降ろす、で、新幹線駅に行って、また塩田へ行くというよう

な、嬉野のまちでこういうイベントがあっているという分かりやすいような形がいいんじゃ

ないかなと私はずっと考えとったもので、今回、お尋ねをしたわけです。 

 今後、連携を取ってやるとなれば、やはりそういうところを地元の皆さんとしっかりと話

合いながらやっていただきたい。その点、いかがですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 まち中での下車がなかなか本通りでは難しいと考えておりますので、先ほど申しましたよ

うに、できるだけまち中を歩いていただくような考え方で進めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 安心な形でやりたいということですね。しかし、以前から私たちは酒蔵まつりで経験した

中では、やはりバス停でお客さんを一応安全に乗せられるわけですね。そこから、会場に行

くというのが、お酒も入るし、皆さんそういうふうに期待しとったわけですけど、安心にと

いうのが、なかなか私は納得いかない部分があるんですがね。そこはまた、しっかり考えて

いただいて、よろしいでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 
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 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 今回、実施をいたしますので、またいろんな御意見をいただいて、次に生かしてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 よろしくお願いします。 

 あと、次に、まちづくりについて伺います。 

 塩田庁舎等利活用に地域住民、事業者の声をどう反映させるのか伺うという形で、１点出

しております。２点目に、塩田庁舎等周辺を文教ゾーンにとあるが、経済対策がないと。文

化のみでは厳しい現状があります。どのような経済効果を考えておられるのか、伺います。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 はい、お答えいたします。 

 まず、１点目の塩田庁舎等の利活用につきましてですけれども、昨年12月に設置をいたし

ました塩田４地区の市民の方、また、地域団体からの推薦をいただいた方等々で構成をしま

す塩田庁舎等利活用検討委員会での協議を中心に、今後、市民向けにアンケートと、あと、

市民の方に参加をいただくワークショップを実施しながら、市民の皆さんや事業者、地域、

地元の事業者の方々の多様な御意見、また、アイデアなどをお伺いしながら、塩田庁舎等利

活用の今後の構想に反映をさせていければというような計画をしております。 

 ２点目の経済効果という部分ですけれども、以前の基本構想の中で、市の方針といたしま

して、基本方針の５というような位置づけでございましたけれども、まちの特性を生かした

塩田庁舎の利活用ということで、子育て文教ゾーンとしての塩田庁舎の利活用という部分を

上げておりました。塩田地区の発展振興のために、塩田庁舎等に何が必要なのかということ

で、市民の皆様にお聞きをしながら、また、一緒に考えていきながら、その内容を踏まえた

上で、利活用検討委員会の中で検討を図っていきたいということで、そこで方向性を見いだ

していきたいということで考えております。 

 地域経済の観点からも、委員会やワークショップ等での様々な議論をしていただくという

ことになろうかと思っています。私どもといたしましては、今まで以上に市民が集う拠点、

市役所の窓口の機能は残すというようなことで打ち出しておりますので、それに加えて、市

民がより集う拠点づくり、また、官民連携事業や民間の活用といった部分もそういった議論



- 380 - 

の中で検討をしていただければというようなことで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。この件については、やはりもう少し急ぎ、繰り返し、地元の金融機関とか、

スーパーさんとか、事業者さんともうちょっと間を詰めた形でまちづくりのことを相談して

ほしいわけですね。そうしないと、長期的にずるずる行ったら、なかなか厳しいものが出て

くるんじゃないかなと思うし、そういう意味では、市長の地元でもあるということで、これ

は地元の市長さんが時間外にせっせといろんな事情を聞いて回られても構わないんじゃない

かなと思うんですが、市長、いかがですか。住民の皆さんの声ですよ。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 様々な場面で行事等に皆さんの声を聞くために、これは割り当てられた公務以外でも様々

なお声を聞いておりますし、今後、新型コロナウイルスも落ち着いてまいります。いろんな

形での行事や講話の依頼等も既に来ておりますので、そういった場でもお考えを聞いたり、

また、私どもの考えもしっかりと説明をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 地元の方々としっかりと議論をして、市長の考えも伝えて、そういうところをまちづくり

にしっかり生かしてほしいという考えでおります。 

 合併してからですよね、嬉野、塩田、これは分断するようなことが絶対にあってはならん

というのが私の前提なんです。市長、そこをしっかりと考えて、塩田のまちづくりもやって

ほしい。よろしいでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 具体的な市民の意見の部分ですけれども、先ほど申しましたとおり、新年度に入りまして、

市民の皆さん、塩田地区の皆さんのアンケートを実施する予定です。あと、市民参加型の
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ワークショップのお話もしましたけれども、その分については今のところ３回程度の予定で、

いろいろな世代の方に参加いただけるような形で企画をしたいということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 もう一つ、市長にもう一回だけお願いがあるんですが、やはり市長自身が塩田地区の皆さ

んといろんなところでお話をされるということは、住民の方も理解をされると私は思うんで

すが、ぜひそういうことを話し合う、これは市長の公約の中にも、対話というものを入れて

おられましたので、ぜひやっていただきたい。返答なければそれで構いませんが。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、様々な割り当てられた公務以外でも積極的に顔を出しなが

ら、皆さんの意見を聞いておりますし、これからもこのようにしたいというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。 

 次に、医療センター跡地活用について伺います。 

 跡地活用の構想、計画はどうなっているのか、また、市民を含めた協議会はできないのか、

伺います。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君） 

 お答えいたします。 

 嬉野医療センターの跡地活用につきましては、昨年度から２か年にわたって国の事業のほ

うで民間事業者へのサウンディング調査だとか、実際にどういったものが導入できるかとい

うような調査を特に重点的に行っております。調査においては、医療センターの解体が終了

するまで、隣接する西公園の暫定活用をしながら、どういった再整備が必要なのか、こう

いったことも検討をしているところでございます。 
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 跡地につきましては、市のほうが公共投資という形で公共施設を整備ということは想定を

しておりません。やはり、民間事業者の投資による開発ということを想定しております。こ

のため、民間側の今のところのサウンディング調査を行っているということになります。実

際、民間事業者からお話をお聞きする中では、やはり土地として広すぎると、全体的な開発

は難しいというようなこともいただいております。そういった中でも、数社、興味を持って

いただいているところもございますので、そういったところにつきましては、また話のほう

を進めていきたいというふうに考えております。 

 現在行っている調査結果につきましては、今年度末に完成する予定でございます。国のほ

うの事業ですので、国のほうに提出して、その後、公表という形で行いたいと思っておりま

す。その公表を基に、市民の皆さんからいろんな御意見をお聞きしていきたいというふうに

考えております。その意見も整理した中で、本課のほうで担当、所管しております都市計画

審議会、こういったものにお諮りしながら、民間事業者への公募に向けて準備を進めていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。できる限りいろんな情報というものが、あるいは市民の皆さんへお知らせ

をしながら、的確に嬉野がどう変わっていくよという、いろんなものを皆さんは報告してほ

しいわけです。その中で私が言ったのは、そういう協議会に地域の人たちの民間の方を協議

の中に入れて、いろんな情報提供をしてくださいよということなんです。一応方向としては

分かりました。都市計画の協議会のほうで諮っていくという形になるということで、理解し

ました。 

 あそこの敷地が12ヘクタール近くあったですよね、（発言する者あり）11ヘクタールです

ね。よその地域、よその市町を見ても、これだけの広大な更地の土地を持っているところは

ないわけですね。ある人も言われたんですが、今度の県立大学の誘致にも手ば挙げていいん

じゃないかということを言われたわけですよ。そういうところも含めて、民間で整備、民間

で整備と言いながら、結局、市のほうが建てたりして、要するに民間だけで投資をしてやれ

るところであればよかばってんが、どうしても市が絡んでの委託管理という形になってしま

うというところが一番考えられるわけですね。そういうことがないように、できれば県との

いろんな折衝の中で、貸すのもいいんじゃないかなと私は考えます。その点について、さっ

き課長は民間のほうでと言われましたので、今後、いろんな意味でまだ議論していかないか

んなという形で考えております。 

○議長（辻 浩一君） 
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 すみません、質問ばしてください。 

○８番（山口虎太郎君）続 

 いや、答弁あります。（「質問」と呼ぶ者あり）そいけん、民間活用以外にそういう公的

な形の考え方はあるかという点でお願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 副市長。 

○副市長（早瀬宏範君） 

 先日、市長がほかの議員さんの御質問に、そういった意味での情報提供をしているのかと

いう御質問に対して、市長の答弁の中で、情報提供をしっかりしていっておりますという答

弁があったと思っております。そういった意味では、情報等も提供しながら進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。 

 次に、市道、農林道の維持管理についてお伺いします。 

 令和３年８月豪雨による市道、農道、林道の災害復旧について、まだ未着工の箇所がある

か、伺います。 

○議長（辻 浩一君） 

 建設課長。 

○建設課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 まず、建設課所管でございますが、市道等においては、令和３年８月豪雨に関して、全て

発注は済んでおります。ただ、まだ３か所については工事のほうがまだ完了はしておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 農林整備課長。 

○農林整備課長（馬場敏和君） 

 お答えいたします。 

 林道については、17か所全て発注済みで、ほぼほぼ完了しております。地区が管理する農

道災害については、20か所ございまして、11か所が発注しており、そのうち９か所が完了し

ております。あとの９か所については、令和５年度発注と考えております。 
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 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 分かりました。今年もまた大きな災害が出ないといいんですが、やはり皆さんがやっとこ

こで農作業が復旧して、茶業ができるという形になってきております。ただ、私は陣野のほ

うを見たときにまだ未着工やったもので、こういうところが早くできればいいかなというこ

とで、あそこはもう一応工事の入札は済んでいると、聞いていただいていましたので、それ

でいいのかなと思いますので。 

 一応、以上で３月の議会の一般質問を私はこれで終わります。お疲れさまです。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで山口虎太郎議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後４時46分 散会 


